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は
じ
め
に

ロ
津
藩
町
方
記
録
『
惣
町
大
帳
」

昔
の
稽
古
の
厳
格
な
り
し
は
、
今
と
比
し
て
雲
泥
の
差
あ
り
。
皿
~

の
頃
筑
前
の
御
仮
者
、
藤
林
某
遥
々
海
山
千
里
を
隔
つ
る
江
戸
に
出

で
て
弓
町
の
観
世
太
夫
の
家
に
奇
寓
し
、
業
を
修
め
名
声
あ
り
。
ひ

と
A

せ
国
元
よ
り
急
用
あ
り
と
の
便
り
を
得
て
帰
国
せ
ん
と
家
元
に

皆
伝
を
せ
ま
り
し
に
、
融
の
「
忘
れ
た
り
秋
の
夜
の
」
の
趣
味
あ
ら

は
れ
ず
と
て
許
さ
れ
ず
、
藤
林
な
く
＼
帰
国
の
途
に
つ
き
六
郷
の

渡
し
に
て
、
月
の
あ
り
け
る
夜
、
か
の
丘
に
包
を
忘
れ
し
を
思
ひ
つ

き
「
忘
れ
た
り
秋
の
夜
の
月
」
と
謡
ひ
、
喜
び
勇
ん
で
、
河
に
飛
び

込
み
、
一
目
散
に
弓
町
の
師
の
宅
へ
か
へ
り
つ
き
、
「
忘
れ
た
り
秋

の
夜
の
」
と
謡
ひ
、
皆
伝
を
得
て
国
へ
帰
り
し
と
ぞ
。
一
は
芸
を
重

ん
ず
る
、
他
は
芸
に
熱
心
な
る
千
載
の
佳
話
と
云
ひ
つ
べ
し
。

右
は
、
横
井
春
野
「
能
楽
全
史
』
に
お
い
て
、
九
州
地
方
の
能
楽
に
つ

(
1
)
 

い
て
概
観
し
た
項
に
挿
入
さ
れ
た
逸
話
で
あ
る
。
出
典
は
詳
ら
か
で
な
い

が
、
筑
前
の
御
役
者
「
藤
林
某
」
が
は
る
ば
る
九
州
よ
り
江
戸
へ
出
向
き
、

中
津
藩
に
は
、
全
国
八
幡
宮
の
総
本
宮
で
あ
る
宇
佐
八
幡
宮
が
あ
り
、

中
津
藩
大
貞
八
幡
宮
御
神
能
と
歴
代
能
大
夫

観
世
大
夫
家
で
修
業
を
し
て
い
た
こ
と
、
情
趣
が
う
ま
く
表
せ
ず
免
許
を

得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
《
融
》
の
「
忘
れ
た
り
秋
の
夜
の
」
の
謡
を

め
ぐ
っ
て
、
帰
途
中
に
、
持
っ
て
い
た
包
を
忘
れ
た
の
を
き
っ
か
け
に
「
忘

れ
た
り
」
の
謡
を
体
得
し
た
こ
と
が
、
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
話
に
登
場
す
る
「
筑
前
の
御
役
者
、
藤

林
某
」
（
棒
線
部
）
は
、
結
論
を
先
に
述
べ
れ
ば
、
実
在
の
九
州
の
能
役
者
で
、

江
戸
の
観
世
大
夫
と
は
、
十
五
代
観
世
大
夫
元
章
の
こ
と
と
推
定
さ
れ
る
。

そ
の
こ
と
を
知
る
史
料
は
、
筑
前
で
は
な
く
、
豊
前
の
国
中
津
藩
の
町
方

記
録
『
惣
町
大
帳
』
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
『
惣
町
大
帳
」
の
記
述
を
中

心
に
、
「
藤
林
某
」
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
、
中
津
藩
の
能
大
夫
藤
林

権
左
衛
門
の
活
動
を
追
っ
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
史
実
と
し
て
、
九
州
の

能
大
夫
が
江
戸
観
世
大
夫
の
直
弟
子
と
な
っ
た
軌
跡
を
た
ど
っ
て
い
く
わ

け
で
あ
る
。

の
記
事
を
中
心
に
I

能
大
夫
藤
林
権
左
衛
門
の
観
世
家
入
門

中

尾

薫
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こ
こ
で
の
御
神
能
は
細
川
忠
興
の
再
興
か
ら
数
え
て
三
九

0
年
間
の
歳
月

を
経
た
今
も
奉
納
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
今
は
途
絶
え
て
い
る
も
の
の
、

記
録
に
よ
れ
ば
寛
永
十
七
年
（
一
六
四
0
)
に
四
代
将
軍
家
綱
公
の
誕
生
を

祝
っ
て
、
時
の
藩
主
小
笠
原
信
濃
守
長
次
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
、
奥
平
氏

に
代
わ
っ
た
後
も
引
き
継
が
れ
、
幕
末
か
ら
大
正
期
頃
ま
で
奉
納
さ
れ
て

(
2
}
 

い
た
の
が
、
大
貞
八
幡
宮
薦
神
社
の
御
神
能
で
あ
る
。

大
貞
八
幡
宮
の
御
神
能
に
つ
い
て
は
、
中
村
格
氏
が
「
能
の
保
護
奨
励

と
領
民
の
負
担
|
ー
大
貞
胞
神
社
神
事
能
の
場
合
ー
」
（
『
中
世
文
学
論
叢
』
、

(
3
)
 

一
九
七
六
年
七
月
）
に
お
い
て
、
御
神
能
の
運
営
は
領
民
の
負
担
に
よ
る
と

こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
中
津
の
町
方
記
録
『
惣
町
大
帳
j

『
市
令
録
』

か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
小
林
健
二
氏
が
「
中
津
藩
の
神
事
能
ー
—
‘

『
中
津
藩
能
番
組
j

を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
「
能
楽
研
究
]
‘
二
0
0
三
年
三
月
）

に
お
い
て
、
法
政
大
学
鴻
山
文
庫
蔵
『
中
津
藩
能
番
組
』
（
史
ー
三
九
六
）

を
め
ぐ
っ
て
、
御
神
能
に
出
演
し
た
能
役
者
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
た
論
考

{
4
)
 

が
あ
る
。
ま
た
、
論
文
に
は
な
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
「
中
津
藩
能
番
組
』

の
元
の
持
ち
主
で
あ
る
江
島
伊
兵
衛
氏
が
中
津
藩
の
能
楽
関
連
の
記
事
を

『
惣
町
大
帳
』
『
市
令
録
』
な
ど
か
ら
抽
出
し
た
メ
モ
（
能
楽
研
究
所
蔵
、
「
浅

(
5
)
 

井
織
之
丞
」
と
書
か
れ
た
缶
箱
入
り
）
が
あ
る
。
ち
な
み
に
、
本
稿
は
、
そ
の

メ
モ
に
記
さ
れ
て
い
た
〈
明
和
の
改
正
〉
時
に
お
け
る
中
津
の
能
大
夫
藤

林
権
左
衛
門
の
応
対
と
思
わ
れ
る
記
事
を
目
に
し
た
こ
と
か
ら
、
調
査
を

進
め
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
江
島
氏
メ
モ
に
は
、
古
川
冨
太
『
中
津
能

楽
史
稿
本
書
抜
』
を
参
考
に
し
て
い
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
書

に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
に
そ
の
存
在
を
確
認
し
え
な
か
っ
た
。

貞
享
元
子
年
[
-
六
八
四
]
太
夫
役
御
免

万
治
元
戊
年
[
-
六
五
八
]
な

一、

村
山
忠
左
衛
門
【
B

】

右
之
も
の
来
り
暫
く
大
貞
神
能
相
勤
候

是
者
村
山
忠
左
衛
門
前
二
有

窟
永
十
七
年
[
-
六
四
〇

一、

宇
佐
能
太
夫

小
川
庄
兵
衛
【
A
-

さ
て
、
大
貞
神
宮
の
御
神
能
は
、
中
村
氏
の
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、

領
民
す
な
わ
ち
町
会
所
に
運
営
が
任
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
詳
細
が
中
津
惣

町
の
町
会
所
記
録
『
惣
町
大
帳
』
に
克
明
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ

れ
ば
、
御
神
能
は
能
大
夫
の
ほ
か
、
能
大
夫
の
指
導
の
も
と
毎
年
八
月

十
五
日
の
祭
礼
に
む
け
て
稽
古
を
つ
ん
だ
町
人
が
出
演
し
て
い
た
。
能
大

夫
は
、
能
を
専
業
と
す
る
玄
人
で
、
以
下
で
み
て
い
く
よ
う
に
、
元
禄
四

年
以
降
の
能
大
夫
は
扶
持
を
頂
戴
し
て
お
り
、
享
保
三
年
の
奥
平
氏
入
国

(
7
)
 

以
後
は
中
津
城
内
の
御
能
を
勤
め
て
い
る
こ
と
も
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、

あ
く
ま
で
も
本
業
は
大
貞
神
宮
の
祭
礼
だ
っ
た
よ
う
で
、
武
士
階
級
と
い

う
よ
り
は
町
人
た
ち
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
た
。
そ
の
身
分
も
町
民
に

類
す
る
も
の
だ
っ
た
ら
し
い
が
、
こ
の
能
大
夫
の
身
分
に
つ
い
て
は
稿
を

改
め
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
「
市
令
録
j

第
二
輯
「
能
太
夫
之
部
」

に
よ
っ
て
‘
[
惣
町
大
帳
」
の
筆
録
開
始
の
享
保
三
年
以
前
を
ふ
く
め
た
、

大
貞
御
神
能
の
歴
代
大
夫
に
つ
い
て
概
観
し
て
み
よ
う
(
[
西
暦
]
と
【
A
i

I
】
は
私
に
補
っ
た
）
。
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享
保
九
年
[
-
七
二
四
]
合

一、
御
営
代
二
相
成
、
同
人
家
江
代
々
太
夫
職
被
仰
付
候

京
都
合
罷
越
、
太
夫
役
被
仰
付
候

改

名

休

也

元
禄
六
酉
年
[
-
七
九
三
]

一、

藤
林
甚
兵
衛
【

F
】

貞
享
―
―
―
寅
年
[
-
六
八
六
]
合

一、

中
村
助
之
進
【

E
】

南
都
な
罷
下
り
相
勤
候
、
元
禄
四
未
年
合
御
扶
持
被
下
之

京
都
合
御
呼
下
太
夫
役
被

同
一
＿
一
年
寅
二
月

一
、
不
身
持
二
付
御
暇
被
下
候

右
二
付
能
行
司
、
世
話
人
揺
唸
謳
福
闘
~

以
書
状
懸
合
申
遣
ス

江
御
暇
被
下
候
趣
、

藤
林
権
左
衛
門
【
G
】

親
休
弥
死
後
権
左
衛
門
幼
少
二
付
、
左
之
も
の
京
都
合
参
り
、
太
夫
相
勤
候

一

、

宝

生

流

寺

岡

幸

之

丞

【

H
】

一
、
観
世
流
三
上
彦
四
郎
与
申
も
の
年
来
御
訪
当
地
江
参
り
、
謡
世
話
い
た
し
、

舛
屋
彦
四
郎
卜
改
、
住
居
。
死
後
断
絶
（
朱
筆
）

貞
享
二
丑
年
[
-
六
八
五
]
合

一、

秋
田
七
郎
右
衛
門
【

D
】

仰
付
候
而
京
町
太
夫
屋
敷
江
引
移

同
人
甥

日
吉
三
郎
右
衛
門
【
C
】

(
8
)
 

幸
之
丞
死
後

権
左
衛
門
事

藤
林
左
仲
【

I
】

同
人
江
戸
師
家
江
入
門
金
申
出
候
二
付
、
能
金
之
内
よ
り
金
弐
百
疋

遣
ス

こ
の
『
市
令
録
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
寛
永
十
七
年
の
御
神
能
創
始
時
は
、

宇
佐
神
宮
の
能
大
夫
小
川
庄
左
衛
門
＿

A
】
が
勤
め
て
い
た
。
「
右
之
も

の
来
り
暫
く
大
貞
神
能
相
勤
候
」
と
あ
る
の
で
、
中
津
に
は
居
住
せ
ず
、

神
能
の
た
び
に
通
っ
て
勤
め
て
い
た
ら
し
い
。
つ
づ
い
て
、
万
治
元
戊
年

（
一
六
五
八
）
か
ら
は
、
村
山
忠
左
衛
門
【

B
】
な
る
人
物
が
引
き
継
い
だ
が
、

貞
享
元
子
年
（
一
六
八
四
）
に
は
「
太
夫
役
御
免
」
と
な
り
（
二
十
七
年
間
能

大
夫
を
勤
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
高
齢
に
よ
る
隠
退
か
）
、
一
年
間
だ
け
同
人
甥
の

日
吉
三
郎
右
衛
門
【

C
】
が
大
夫
役
を
勤
め
て
い
る
。
翌
貞
享
二
丑
年

（
一
六
八
五
）
に
は
、
秋
田
七
郎
右
衛
門
【

D
】
が
京
都
か
ら
呼
び
下
さ
れ
、

中
津
京
町
に
あ
る
太
夫
屋
敷
に
居
住
し
た
が
、
あ
く
る
貞
享
三
年
二
月
に

は
、
素
行
に
問
題
が
あ
っ
た
の
か
暇
を
申
し
つ
け
ら
れ
て
お
り
（
「
不
身
持

(
9
)
 

ニ
付
御
暇
被
下
候
」
）
、
な
か
な
か
能
大
夫
が
定
着
し
な
い
時
期
が
続
く
。

同
年
の
大
貞
神
能
は
南
都
か
ら
来
た
中
村
助
之
進
【

E
】
が
勤
め
、
五

年
後
の
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
か
ら
は
御
扶
持
を
頂
戴
す
る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
中
村
助
之
進
に
つ
い
て
は
、
宮
本
圭
造
氏
が
「
上
方
能
楽
史
の
研
究
』

に
お
い
て
、
金
春
八
郎
重
栄
の
有
力
な
弟
子
で
、
南
都
補
宜
衆
で
あ
っ
た

ら
し
い
こ
と
、
元
禄
年
中
に
越
後
長
岡
藩
に
召
し
抱
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

ヽ
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{lo) 

を
紹
介
さ
れ
て
い
る
人
物
が
該
当
す
る
だ
ろ
う
。
中
村
助
之
進
が
中
津
藩

の
お
抱
え
大
夫
だ
っ
た
の
は
、
年
代
か
ら
し
て
長
岡
藩
に
召
し
抱
え
ら
れ

る
直
前
の
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
う
長
く
は
続
か
ず
、
二
年
後
に
は
、

京
都
か
ら
来
た
藤
林
甚
兵
衛
【

F
ー
が
大
夫
役
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

『
中
津
藩
能
番
組
』
か
ら
中
村
助
之
進
の
出
演
記
録
を
確
認
し
て
み
る
と
、

貞
享
三
年
か
ら
元
禄
四
年
ま
で
の
毎
年
と
、
元
禄
六
年
、
元
禄
八
年
、
元

禄
十
年
に
出
勤
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
中
村
助
之
進
の
大
貞
御
神
能
出
勤

の
初
出
は
「
市
令
録
」
の
大
夫
職
に
任
ぜ
ら
れ
た
年
と
一
致
す
る
も
の
の
、

次
の
能
大
夫
藤
林
甚
兵
衛
が
大
夫
職
を
得
た
元
禄
六
年
と
、
そ
れ
以
降
も

(11) 

隔
年
で
二
回
の
計
三
回
は
大
貞
御
神
能
に
出
勤
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
元
禄
六
年
1
元
禄
十
年
は
、
藤
林
甚
兵
衛
も
出
演
し
て
い
る
。
そ

の
理
由
は
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
こ
の
間
前
大
夫
と
新
大
夫
が
同
時
に
出

勤
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

中
村
助
之
助
に
代
わ
っ
た
藤
林
甚
兵
衛
以
後
、
藤
林
家
の
者
が
中
津
藩

の
能
大
夫
職
を
世
襲
し
て
い
く
と
あ
る
が
（
「
御
営
代
二
相
成
、
同
人
家
江
代
々

太
夫
職
被
仰
付
候
」
）
、
甚
兵
衛
の
素
性
に
つ
い
て
『
市
令
録
』
第
二
輯
の
「
能

太
夫
之
部
」
で
は
、
京
都
か
ら
来
た
こ
と
と
、
の
ち
に
改
名
し
て
「
休
也
」

と
名
乗
っ
た
こ
と
以
外
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
能
勢
朝
次
『
能
楽
源
流
考
」

に
よ
れ
ば
、
丹
波
矢
田
神
社
の
社
記
に
、
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
九
月

二
十
二
日
の
矢
田
神
社
祭
礼
で
、
矢
田
大
夫
の
代
わ
り
に
藤
林
甚
兵
衛
と

い
う
名
の
者
が
勤
仕
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
人
物
が

六
年
後
に
中
津
藩
能
大
夫
と
し
て
抱
え
ら
れ
た
甚
兵
衛
と
同
一
人
物
と
考

え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
丹
波
猿
楽
の
矢
田
大
夫
の
代
わ
り
を
勤
め
ら
れ
る
ほ

(
M
)
 

ど
の
実
力
を
か
わ
れ
、
中
津
の
能
大
夫
職
を
得
た
と
推
察
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
藤
林
甚
兵
衛
は
、
「
市
令
録
』
の
「
能
太
夫
の
部
」
に
よ

れ
ば
、
三
十
七
年
間
能
大
夫
の
職
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
つ
づ
く
権
左

衛
門
【
G
】
へ
代
替
わ
り
を
し
た
の
は
、
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
で
あ
る
。

こ
の
と
き
「
親
休
弥
死
後
、
権
左
衛
門
幼
少
二
付
」
と
、
嗣
子
権
左
衛
門
【
G
】

の
成
長
を
待
つ
間
、
宝
生
流
の
寺
岡
幸
之
丞
【
H
】
が
大
夫
役
を
代
勤
し

た
と
あ
る
。
そ
し
て
幸
之
丞
の
死
後
、
成
長
し
て
大
夫
職
を
引
き
つ
い
だ

権
左
衛
門
【

G
】
が
「
左
仲
」
【

I
】
と
改
名
し
、
江
戸
師
家
に
入
門
し

た
と
よ
め
る
（
「
同
人
江
戸
師
家
江
入
門
金
申
出
候
二
付
、
能
金
之
内
よ
り
金
弐
百
疋

造
ス
」
）
。
そ
し
て
、
こ
の
江
戸
師
家
が
す
な
わ
ち
観
世
大
夫
家
で
あ
り
、

本
稿
の
冒
頭
で
し
め
し
た
「
藤
林
某
」
の
話
と
結
ぴ
つ
く
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
は
、
右
の
よ
う
に
解
し
て
は
な
ら
ず
、
権
左
衛
門
【
G
】
と
、

権
左
衛
門
こ
と
左
仲
【

I
】
へ
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
は
、
な
お
検
討
が

必
要
と
思
わ
れ
る
。
結
論
を
先
に
述
べ
れ
ば
、
右
は
二
人
の
権
左
衛
門
に

つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
が
、
次
章
で
詳
し
く
み
て
い

こ
う
。表

ー
は
、
『
中
津
藩
能
番
組
』
か
ら
藤
林
姓
の
役
者
と
所
演
曲
名
を
抽

出
し
、
年
代
順
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
「
添
書
」
欄
に
し
め
し
た
の
は
、

番
組
中
で
氏
名
の
頭
に
添
え
書
き
さ
れ
た
も
の
で
、
同
番
組
の
記
述
が
正

確
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
た
て
ば
、
こ
の
添
書
に
よ
っ
て
、
た
と
え
改
名

藤
林
家
の
系
譜
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し
て
い
て
も
同
一
人
物
で
あ
る
か
ど
う
か
判
断
が
で
き
る
。
表
ー
に
よ
れ

ば
、
藤
林
甚
兵
衛
の
大
貞
神
能
に
お
け
る
初
出
勤
は
元
禄
六
年
(
-
六
九
三
）

で
、
《
竹
生
嶋
》
《
井
筒
》
《
紅
葉
狩
》
の
三
曲
を
勤
め
て
い
る
。
こ
れ
は
『
市

令
録
』
の
「
能
太
夫
の
部
」
で
、
甚
兵
衛
（
休
也
）
【
F
】
が
元
禄
六
年
か

ら
大
夫
職
に
あ
っ
た
9

日
の
記
述
と
一
致
す
る
。

さ
て
、
問
題
な
の
は
、
甚
兵
衛
の
跡
を
継
い
だ
権
左
衛
門
が
幼
少
の
た

め
、
大
夫
を
勤
め
て
い
た
と
い
う
寺
岡
幸
之
丞
が
出
勤
し
て
い
た
享
保

十
三
年
（
一
七
二
八
）
ー
享
保
十
六
年
（
一
七
三
一
）
以
前
、
正
徳
五
年
(
-
七
一
五
）

か
ら
そ
の
名
が
み
え
る
「
権
左
衛
門
」
で
あ
る
。
『
市
令
録
』
の
「
能
太

夫
の
部
」
を
前
章
の
よ
う
に
解
す
れ
ば
、
「
親
休
也
」
の
没
後
、
権
左
衛

門
が
跡
を
継
い
だ
の
は
、
享
保
九
年
(
-
七
二
四
）
で
あ
る
が
、
そ
の
九
年

前
か
ら
舞
台
を
勤
め
た
も
の
を
幼
少
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
寺
岡

幸
之
丞
以
前
に
名
が
み
え
る
「
権
左
衛
門
」
を
、
表
I
か
ら
追
っ
て
み
る
と
、

享
保
五
年
（
一
七
二
0
)
に
「
権
之
丞
こ
と
」
と
い
う
添
書
が
付
さ
れ
て
い
る
。

「
権
之
丞
」
は
、
「
権
左
衛
門
」
の
初
出
よ
り
四
年
前
の
正
徳
元
年
（
一
七

l-）

に
《
芦
刈
》
、
正
徳
二
年
に
《
井
筒
》
《
天
鼓
》
を
勤
め
て
い
る
の
が
確
認

で
き
る
。
「
権
之
丞
」
と
い
う
前
名
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
や
は
り
「
権

左
衛
門
」
は
す
で
に
成
人
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
こ
の

「
権
左
衛
門
」
に
つ
い
て
、
次
に
し
め
す
『
惣
町
大
帳
」
明
和
九
年
(
-
七
七
―
-
）

七
月
六
日
条
が
、
そ
の
素
性
を
解
き
明
か
し
て
く
れ
る
。

一
、
藤
林
左
仲
祖
父
甚
兵
衛
与
申
者
元
禄
六
年
従
上
方
御
当
地

7

引
越
参
、
能
太
夫
相
勤
申
候
。
左
仲
父
者
権
左
衛
門
与
申
候
。
右
権

左
衛
門
筑
前
甘
木
合
養
子
二
参
、
甚
兵
衛
｛
系
督
相
続
仔
忘
恥
太
夫
相
勤

申
候
、
権
左
衛
門
相
果
候
硼
、
只
今
之
左
仲
幼
少
二
御
座
候
而
、
家

業
相
勤
り
不
申
二
付
、
寺
岡
幸
之
丞
与
申
も
の
左
仲
母
妹
江
入
聟
二

相
成
、
能
太
夫
相
動
申
候

こ
れ
は
、
「
市
令
録
』
「
能
太
夫
之
部
」
の
【
I
】
に
該
当
す
る
左
仲
が
、

町
年
寄
格
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
る
の
に
際
し
て
町
会
所
へ
提
出
し
た
「
格
合

．．
 

書
付
」
の
冒
頭
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
藤
林
左
仲
祖
父
甚
兵
衛
」
は
、

元
禄
六
年
に
上
方
か
ら
当
地
（
中
津
）
へ
引
っ
越
し
能
大
夫
を
つ
と
め
、
そ

の
後
「
左
仲
父
権
左
衛
門
」
が
筑
前
国
甘
木
よ
り
養
子
と
な
っ
て
、
甚
兵

衛
の
家
督
を
継
い
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
権
左
衛
門
」

が
果
て
た
際
に
、
左
仲
(
【
I
】
)
が
幼
少
で
あ
っ
た
た
め
、
左
仲
の
叔
父

に
あ
た
る
寺
岡
幸
之
丞
が
大
夫
を
勤
め
た
と
説
明
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
中

津
藩
能
番
組
」
（
表
I
)

に
お
い
て
、
寺
岡
幸
之
丞
以
前
に
名
が
み
え
る
権

左
衛
門
（
幼
名
権
之
丞
）
は
、
一
代
目
の
権
左
衛
門
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
『
市
令
録
』
「
能
太
夫
之
部
」
で
、
寺
岡
幸
之
丞
【
H
】
の
説
明
書

き
「
親
休
弥
死
後
権
左
衛
門
幼
少
二
付
、
左
之
も
の
京
都
合
参
り
、
太
夫

相
勤
候
」
に
あ
る
「
権
左
衛
門
」
は
、
一
代
目
権
左
衛
門
の
子
、
す
な
わ

ち
「
権
左
衛
門
事
藤
林
左
仲
」
【
I
】
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
厳
密
に
い

え
ば
「
親
休
弥
死
後
」
で
は
な
く
、
「
祖
父
休
弥
」
あ
る
い
は
、
「
権
左
衛
門
」

で
は
な
く
「
左
仲
事
権
左
衛
門
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
と
解
さ
れ
る
。
以

上
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
、
便
宜
上
、
左
仲
の
父
権
左
衛
門
【
G
-

を
一
代
目
権
左
衛
門
、
権
左
衛
門
事
藤
林
左
仲
(
【
I
】
)
を
二
代
目
権
左

176 



宝永5 1708 甚左衛門 葵上

宝永5 17 .. 吉之進こと 甚左衛門 頼政

宝永6 1709 甚兵衛 誓願寺

宝永6 1709 甚兵衛 大江山

宝永7 1710 甚兵衛 籐

宝永7 1710 甚兵衛 安宅

正徳1 1711 糧之墨 芦刈

正徳1 1711 甚兵衛 紅葉狩

正徳1 1711 甚兵衛 道成寺

正徳2 1712 甚兵衛 白楽天

iE!f2 1712 甚兵衛 松風

正徳2 1712 権之丞 天鼓

正毯2 1712 権之悉 井箇 城

正徳2 1712 甚兵衛 安宅 城

正徳2 1712 甚兵衛 道成寺 城

正徳3 1713 糧之允 氷室

正徳3 1713 甚兵衛 唐船

正捻4 1714 九左衛門 融

正徳4 1714 甚兵衛 花筐

正徳5 1715 権左衛門 高砂

正徳5 1715 権左Iiil"I 熊野

正徳5 1715 権左衛門 雹々 （後）

享保1 1716 権左Iii門 山姥

享保1 1716 権左衛門 小餓治

享保2 1717 権左衛門 白籟

享保2 1717 甚兵Iii Ill貴妃

享保2 1717 甚兵衛 葵上 城

享保2 1717 甚兵衛 道成寺 城

享保3 1718 権左衛門 采女

享保3 1718 休也 甚兵衛 鉄輪

享保3 1718 甚兵衛 安宅

享保3 1718 甚兵1ti 松風 域

享保4 1719 櫂左衛門 頼政

享保4 1719 甚兵衛 阿漕

享保4 1719 檜左衛門 自然居士

享保5 1720 櫂左衛l"I 船弁慶

享保5 1720 権之丞こと 櫂左術門 井筒 城

享保6 1721 憎左衛門 咸出密

享保6 1721 権左衛門 松風

享保7 1722 帽左衛門 葵上

享保7 1 122 憧左衛門 榔

享保8 1 723 櫂左衛門 野宮

享保8 1723 橿左Iii門 夜討曾我

享保8 1723 撞左衛門 籟政 城

享保8 1723 権左衛門 自然居士城

享保9 1124 権左衛門 班女

享保9 9 724 憤左衛l"I 是界

享保10 1725 櫓左衛門 郎罰

享保10 1725 権左衛門 松風 城

享保10 1725 権左衛門 金札 城

享保10 1725 櫂左衛門 藤戸 城

享保11 1 729 櫓左衛門 江口

享保13 1 729 寺岡幸之充 難波

享保13 1728 寺岡幸之丞 佛原

享保14 1729 寺岡幸之丞融

享保14 1729 寺閾幸之丞 阿濯

享保14 1729 寺岡幸之充 難波 減

年 西暦 添書 名 曲名

元1晨6 1993 甚兵衛 竹生島

元禄6 1693 甚兵衛 井簡

元禄6 1693 甚兵衛 紅葉狩

元禄7 1694 甚兵衛 藤栄

元禄7 1 694 甚兵衛 安違原

元禄8 1695 甚兵衛 弓八幡

元様8 1695 吉之進 橋弁慶

元棟8 1695 甚兵衛 野宮

元禄8 1695 甚兵衛 ll!船

元操9 1696 甚兵衛 和布刈

元撮9 1696 吉之進 小袖讐我

元禄9 1696 甚兵衛 籠太鼓

元禄10 1697 吉之進 巻絹

元禄10 1697 甚兵衛 芭蕉

元禄10 1691 吉之進 是界

元禄11 16韓 甚兵衛 賀茂

元禄11 1698 吉之進 八島

元禄12 1699 吉之進 金札

元禄92 1699 甚兵衛 ilil仲

元撮12 1699 甚兵Iii 彊良

元撮13 1700 吉之進 経政

元禄13 1700 吉之進 楊貴妃

元禄14 1701 吉之進 西王母

元禄14 1701 甚兵衛 賀茂

元禄14 1701 甚兵衛 松風

元禄14 1701 II兵衛 柏崎

元禄14 1701 吉之進 自然届士

元禄14 1701 吉之進 雷電

元禄14 1701 吉之進 土蜘蛛

元撮14 1701 吉之進 饗々 （前）

元撮14 1701 吉之進 籟政 城

元禄14 1701 甚兵衛 羽衣 竃力

元禄15 1702 吉之進 和布刈

元禄15 1702 甚兵衛 国栖

元撮15 1702 甚兵衛 冨士太鼓

元禄15 1702 吉之進 紅葉狩

元禄16 1703 甚左衛門 江口

元禄16 1 703 甚左衛門 融

元禄96 1703 甚左衛門 葵上

元禄16

＂ 
甚兵衛 吝栄

宝永9 1704 甚左衛門 輪蔵

宝永1 1704 甚左衛門 船弁慶

宝永1 1704 甚左衛門 班女

宝永9 171)< 甚兵衛 三井寺

宝永2 1705 II左衡門 鵜飼

宝永2 1705 甚左衛門 賀茂

宝永3 17⑯ 甚兵衛 高砂 城

宝永3 1706 甚左衛門 井筒 城

宝永3 1706 甚左衛門 部罰 城

宝永3 1706 甚左衛l"I 三輪

宝永3 1 709 甚左衛門 氷室

宝永3 1706 甚兵衛 道成寺

宝永4 1707 甚兵衛 立田

宝永4 1707 甚兵衛 海人 城

宝永4 1707 甚兵衛 竹生島 城

宝永5 1708 吉之進こと 甚左衛門 揚貴妃

表
I

『
中
津
藩
能
番
組
」
に
み
え
る
藤
林
姓
の
役
者
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廷享2 1745 吉之進 羅生門 享保14 1729 寺岡幸之丞 景清 城

廷享3 1746 吉之進 春栄 享保14 1729 寺爾幸之丞 定家 城

延享3 1746 吉之進 大佛供養城 享保16 1731 寺悶幸之丞 天鼓

延享3 1746 吉之進 覇生1"1 城 享保19 1734 前左 権次郎 金札

延享3 1746 吉之進 檀風 城 享保20 1735 権次郎 llli 

延享4 1747 甚兵衛こと 権左衛門 弓八幡 享保21 1736 前左 権次郎 是界 城

延享4 1747 前左 権左衛門 三井寺 享保21 1736 甚兵衛 唇＇々 城

延享4 1747 前左 権左衛門 菫染Ill 元文1 1736 前左 甚兵衛 東北

廷享4 1747 甚兵衛こと 権左衡l"I 高砂 城 元文2 1737 前左 甚兵lti 雷電

廷享4 1747 甚兵衛こと 権左衛門 春日＂神城 元文2 1737 時五郎 俊成忠則

延享5 1 748 前左 権左衛門 煎野 城 元文3 1738 前左 甚兵衛 捲絹

寛延1 1748 前左 権左衛門 野富 元文3 1738 前左 甚兵衛 大江山

寛延1 1748 前左 櫂左衛門 雲雀山 元文3 1738 前左 甚兵衛 養老

寛廷1 1748 甚兵衛こと 権左衛門 大江山 元文3 1738 松之助 花月

寛廷2 1749 前左 檎左衛門 志賀 元文4 1739 前左仲こと 甚兵衛 高砂

寛廷2 1749 前左 権左衛門 天鼓 元文4 1739 前左 甚兵衛 檎枝

寛廷2 1749 前左 権左衛門 鉄輪 元文4 1739 前左 甚兵衛 皇帝

寛延3 1750 前左 権左衛門 葵上 元文4 1739 前左 甚兵衛 蠅通

寛延3 1750 前左 権左衛門 鉢木 元文4 1739 松之助 1111 

宝麿1 1751 前左 憤左衛門 井筒 元文5 1740 前左 甚兵衛 氷室

宝臨1 1751 前左 権左衛門 花筐 元文5 1740 甚兵衛 弓八幡

宝暦2

＂ 
前左 権左衛1"1 班女 元文s 1740 金次郎 熊坂

宝暦2 1752 前左 権左衛門 海人 元文5 1740 金次郎 巴

宝暦2 1752 前左 櫂左衛門 土蜘蛛 元文5 1740 松之助こと 金次郎 花月

宝歴2 1752 前左 権左衛門 羅生門 城 元文5 1740 前左 甚兵衛 清時田村

宝歴2 1752 前左 権左簡門 実盛 城 元文5 17叩 前左 甚兵衛 通小町

宝麿2 1752 前左 権左衛門 百万 城 元文5 1740 前左仲 甚兵衛 白蹟 城

宝歴3 1753 権左衛門 寓砂 元文5 1740 甚兵衛 春日龍神城

宝温3 1753 前左 権左衛門 天鼓 寛保1 1741 甚次郎 現在夜鳥

宝歴3 1753 甚兵衛こと 権左衛門 大江山 寛保1 1741 吉之進こと 甚次郎 鶴 城

宝麿4 1754 前左 権左衛門 安宅 寛保9 1741 甚次郎 経政 城

宝麿5 1755 吉之進 白隕 寛保1 1741 前左 甚兵衛 三輪 城

宝犀5 1755 前左 権左衛門 柏崎 寛保1 9749 前左 甚兵筒 安遅原 城

宝暦5 1 755 甚二郎こと 甚兵衛 現在夜鳥 寛保9 1141 畜I左 甚兵衛 蠅通

宝暦5 1755 後ノ 甚兵衛 張良 寛保1 1741 前左 甚兵衛 兼平

宝暦5 1755 言之進こと 甚兵衛 頼政 城 寛保2 1 742 前左 甚兵衛 和布刈

宝暦6 1756 前左 権左衛門 郡罰 箆保2 1742 甚次郎 巴

宝歴6 1756 前左 権左衛門 松山鏡 寅保2 1742 前左 甚兵衛 春栄

宝屈7 1757 蔚左 権左衛門 熊野 寛保2 1742 甚次郎 小塩

宝暦7 1757 前左 権左衡門 船弁慶 寛保2 1 742 甚次郎 船弁慶

宝暦8 175B 前左 権左衛門 麿船 寛保2 1742 甚兵衛 弓八幡 城

宝麿8 1758 前左 権左衛門 谷行 寛保2 1742 前左 甚兵衛 皇帝 城

宝麿9 1759 甚兵衛こと 権左衛門 玉井 寃保2 1 742 前左 甚兵衛 玉井 城

宝麿9 1759 前左 権左衛門 鉢木 寛保2 1742 前左 甚兵衛 頼政 祇

宝磨9 1159 権左衛門 高砂 竜 寅保2 9 742 前左 甚兵衛 忠則 城

宝磨9 1759 確之助 熊坂 竜 寛保2 1742 甚次郎 田村 憾

宝暦10 1760 前左 権左衛門 井Iii 寛保2 1742 甚次郎 女郎花 城

宝歴10 1760 前左 権左衛門 葵上 寛保2 1742 前左 甚兵衛 杜若 城

宝歴10 1760 前左 権左衛門 龍虎 寛保2 1742 前左 甚兵衛 夕顔 城

宝瞬11 1761 前左 権左衛門 絃上 寛保2 1742 甚次郎 雷電 城

宝犀11 1761 権左衛門 弓八幡 城 寛保3 1743 言之進 通盛

宝暦11 1761 前左 権左衛l"I 羅生門 城 寛保3 1743 前左 権左衛門 千手

宝厖,, 1761 前左 権左衛1"I 船弁慶 城 寛保3 1743 吉之進 土蜘蛛

宝歴12 1762 権左衛門 芭薫 寛保3 1743 前左 権左衛門 鉄翰

宝届12 1762 権左衛門 llll即 延享1 1 744 吉之進 盛久

宝活12 1762 涌之助 舎利 竜 廷享1 1744 吉之進 紅葉狩

宝暦12 1762 罐之助 舎利 城 逗享9 1744 前左 憎左衛門 難波 城
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天明5 1785 後左 権左衛門 春栄 城 宝暦12 1762 1liJ左 権左衛門 松風 城

天明s 1785 後左 櫂左衛門 鉢木 ケイコ 宝麿12 1762 権左衛門 野宮 減

天明8 1788 安次郎 鶴 宝磨12 9162 前左 権左衛門 羽衣 竜

天明8 1788 後 左仲 老松 宝麿13 1763 甚兵衛こと 権左衛門 三輪

寅政9 1789 安次郎 俊成忠則 宝逗13 1763 前（後を消） 権左衛門 自然居士

寛政1 1789 後ノ 左仲 夕顔 宝麿13 1 793 次郎次 殺生石

寛政9 1789 後 左仲 俊寛 明和2 1765 前左 権左衛門 九世戸

寛政2 1790 後ノ 左仲 松風 明和2 176S 前 左；； 遊19柵

寛政2 1790 後ノ 左仲 鐘旭 明和2 1765 次郎次 楊貴妃

寛政2 1790 悛ノ 左仲 船弁ll! 城 明和2 1765 前左 権左衛門 濁人 城

寛政2 1790 後ノ 左仲 俊成忠則城 明和2 1765 甚兵衛こと 権左衛門 白籟 城

寛政3 1791 後ノ 左仲 三井寺 明和2 1765 次郎次 大蛇 城

寛政3 1791 後ノ 左仲 安宅 明和3 1766 次郎次 雌波

寛政3 1791 援ノ 左仲 経政 明和3 1766 前左 権左衛門 宴盛

寛政9 1797 後J 左仲 OO栖 明和3 1766 次郎次 大蛇

寛政9 1797 後ノ 左仲 山姥 明和4 1767 次郎次 租布刈

寛政9 1797 援ノ 左仲 松：J11 城 明和4 1 767 lliJ左 権左衛門 山姥

寛政9 1797 後ノ 左仲 鵜飼 城 明和4 1767 次郎次 皇帝

寛政9 1797 後 左仲 俊寛 城 明和5 1768 次郎次 野守

寛政9 1797 後ノ 左仲 実盛 打合 明和5 1769 浚左 次郎次 鉄輪

天明1 1830 後左 権左衛門 藤戸 明和5 1768 前 左仲 弱法師

天明1 1830 後左 権左衛門 1111爾 舞台1111 明和6 1769 後左 次郎次 海人

天明2 1831 後左 権左衛l"I 七騎落 明和6 1769 前 左仲 俊寛

天保5 1834 後左中 権左衛門 現在夜鳥 竜力 明和6 1769 前左 権左衛門 唐船 城

明和6 1769 前左 権左衛門 安宅 城

明和6 1769 次郎次 梅 城

明租6 1769 前 左仲 俊寛 城

明和7 1770 綬ノ左仲 権左衛門 賀茂

明和7 1770 前 左仲 定家

明和7 1770 後左 権左衛門 烏帽子折

明和7 1770 後左 権左衛門 羅生門

明和8 1771 後左 権左衛門 融

明和8 1771 前 左仲 景渭

安永1 1772 前 左仲 昭震

安永2 1773 後左 権左衛門 弓八幡

安永2 1773 援左 櫂左衛門 芭薫

安永2 1773 前 左仲 一角仙人

安永4 1775 前ノ 左仲 国栖

安永5 1776 援左 権左衛門 氷室

安永5 1776 前 左仲 頼政

安永5 1776 後左 権左衛門 盛久

安永5 1776 後左 権左衛門 紅菓狩

安永6 1777 後左 権左衛門 阿漕

安永6 1777 前 左仲 一角仙人城

安永6 1777 前 左仲 八島 城

安永7 1778 檀左衛門こと 左仲 裏砂

安永8 1779 前 左仲 詈知鳥

安永8 1779 前 左仲 摂待

安永8 1779 前 左仲 井筒 城

安永9 1780 後左 権左衛門 自然居士

天明1 1781 援左 権左衛門 吉野天人 鱈台聞

天明2 1782 後左 権左衛門 船弁慶 ケイコ

天明3 1 783 後左 権左衛門 野宮

天明3 1789 後左 権左衛門 ll1l鄭 城

天明3 1783 前左仲子 権左衛門 高砂 城

天明4 1 784 後左 権左衛門 柏崎

天明5 1785 後左 権左衛門 景渭
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衛
門
あ
る
い
は
左
仲
と
表
記
を
区
別
す
る
こ
と
と
し
、
あ
ら
た
め
て
、
表

ー
を
確
認
し
て
み
る
と
、
以
下
に
し
め
す
よ
う
な
藤
林
家
の
系
譜
が
推
察

さ
れ
る
。
な
お
、
そ
の
把
握
に
あ
た
っ
て
は
大
き
な
不
整
合
は
な
い
の
で
、

『
中
津
藩
能
番
組
』
は
藤
林
家
の
歴
代
や
そ
の
名
乗
り
の
経
緯
に
つ
い
て

お
お
か
た
正
確
に
記
録
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

表
ー
に
よ
れ
ば
、
藤
林
甚
兵
衛
が
、
中
津
の
大
夫
と
な
っ
て
十
八
年
間

は
、
中
津
で
能
を
勤
め
た
藤
林
姓
の
役
者
は
、
甚
兵
衛
（
休
也
、
休
弥
）
と

そ
の
吉
之
進
（
後
に
甚
左
衛
門
と
改
名
）
の
二
人
で
あ
る
。
し
か
し
、
宝
永
五

年
（
一
七
0
八
）
の
《
頼
政
》
《
楊
貴
妃
》
《
葵
上
》
の
所
演
を
最
後
に
甚
左

衛
門
の
名
が
み
ら
れ
な
く
な
る
。
筑
前
よ
り
養
子
に
来
た
権
之
丞
の
名
が

み
ら
れ
る
の
が
、
そ
の
三
年
後
の
正
徳
元
年
（
一
七

l-）
で
あ
る
。
こ
の

吉
之
進
（
甚
左
衛
門
）
に
つ
い
て
、
『
惣
町
大
帳
j

寛
政
二
年
（
＿
七
九
0
)

四
月
五
日
条
に
は
「
祖
々
父
甚
兵
衛
枠
吉
之
進
」
（
三
代
目
権
左
衛
門
こ
と
ニ

代
目
左
仲
の
口
上
覚
瞥
）
と
い
う
文
言
が
み
え
る
。
想
像
を
た
く
ま
し
く
す

る
に
、
吉
之
進
（
甚
左
衛
門
）
は
、
甚
兵
衛
の
実
子
で
あ
っ
た
が
早
世
し
、

そ
の
た
め
養
子
を
も
ら
い
う
け
る
と
い
う
事
態
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
養
子
と
な
っ
た
権
之
丞
は
、
正
徳
五
年
(
-
七
一
五
）
に
は
権
左
衛

門
と
名
を
改
め
た
。
そ
し
て
、
し
ば
ら
く
は
甚
兵
衛
と
養
子
権
左
衛
門
の

二
人
が
同
時
期
に
出
勤
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
が
、
享
保
四
年

（
一
七
一
九
）
《
阿
漕
》
を
最
後
に
、
甚
兵
衛
は
出
勤
が
な
い
。
そ
し
て
、
『
市

令
録
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
そ
の
五
年
後
、
一
代
目
権
左
衛
門
が
甚
兵
衛

【

F
】
の
家
督
を
継
ぐ
。
し
か
し
、
享
保
十
一
年
《
江
口
》
が
一
代
目
権

左
衛
門
の
最
後
の
上
演
で
あ
り
、
家
督
相
続
か
ら
わ
ず
か
二
年
ほ
ど
で
没

し
た
と
解
さ
れ
る
。
享
保
十
二
年
に
藤
林
姓
の
役
者
が
一
人
も
出
て
い
な

い
の
は
、
あ
る
い
は
八
月
の
大
貞
神
能
直
前
に
一
代
目
権
左
衛
門
が
幼
い

子
息
を
残
し
て
急
逝
し
、
大
夫
不
在
の
ま
ま
町
人
役
者
だ
け
で
上
演
す
る

(15) 

事
態
に
な
っ
た
の
か
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
一
代
目
権
左
衛
門
妻
の

妹
の
婿
養
子
と
い
う
縁
者
寺
岡
幸
之
丞
が
、
二
代
目
権
左
衛
門
が
成
長
す

(16) 

る
ま
で
能
大
夫
を
つ
と
め
る
。
し
か
し
、
享
保
十
六
年
を
最
後
に
寺
岡
幸

之
丞
の
演
能
記
録
が
と
ぎ
れ
る
の
で
、
そ
の
頃
に
没
し
た
と
推
察
で
き
る
。

享
保
十
七
、
十
八
年
に
藤
林
姓
の
役
者
が
見
ら
れ
な
い
の
は
、
二
代
目
権

左
衛
門
が
ま
だ
舞
台
を
つ
と
め
る
の
に
必
要
な
年
齢
に
達
し
て
い
な
か
っ

た
た
め
だ
ろ
う
。
こ
の
二
年
間
は
、
町
人
た
ち
と
、
享
保
十
八
年
に
は
「
ウ

サ
吉
田
三
左
衛
門
」
の
名
が
み
え
る
の
で
、
交
流
の
あ
っ
た
宇
佐
神
宮
の

-17) 

御
神
能
へ
出
勤
を
要
請
し
て
、
急
を
し
の
い
だ
の
だ
ろ
う
。

二
代
目
権
左
衛
門
（
左
仲
）
に
該
当
す
る
人
物
の
初
出
は
、
「
前
左
」
す

な
わ
ち
「
前
の
左
仲
」
と
い
う
意
の
添
え
書
き
が
み
ら
れ
る
、
享
保
十
九

年
《
金
札
》
を
勤
め
た
「
権
次
郎
」
で
あ
る
。
こ
れ
が
二
代
目
権
左
衛
門

の
前
名
と
解
さ
れ
る
。
以
下
表
ー
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、
二
代
目
権
左
衛

門
（
左
仲
）
は
、
享
保
二
十
一
年
に
は
、
祖
父
の
名
甚
兵
衛
を
名
乗
る
。
そ

し
て
寛
保
三
年
に
父
の
名
「
権
左
衛
門
」
を
襲
う
。
左
仲
と
名
を
改
め
た

(18) 

の
は
、
『
中
津
藩
能
番
組
』
に
よ
れ
ば
、
明
和
二
年
か
ら
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
藤
林
権
左
衛
門
に
は
、
吉
之
進
と
い
う
名
の
弟
が
お
り
、
や
は(19) 

り
中
津
で
能
役
者
を
し
て
い
た
こ
と
が
『
惣
町
大
帳
』
か
ら
知
ら
れ
る
が
、

表
I
で
は
寛
保
元
年
《
現
在
夜
鳥
》
（
大
貞
神
能
）
、
同
年
《
鶴
》
（
中
津
城
内

の
演
能
）
を
勤
め
た
「
甚
次
郎
」
が
そ
の
初
出
で
あ
り
、
吉
之
進
と
い
う
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名
乗
り
に
改
め
た
の
ち
、
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
以
降
に
、
祖
父
甚
兵
衛

の
名
を
名
乗
っ
て
い
る
。
甚
兵
衛
の
名
は
二
代
目
権
左
衛
門
も
当
初
名

乗
っ
て
い
た
の
で
、
三
代
目
甚
兵
衛
で
あ
る
。
ま
た
、
宝
暦
十
三
年
か
ら

名
が
み
え
る
「
次
郎
次
」
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
二
代
目
権
左
衛
門
の
子

息
で
、
三
代
目
権
左
衛
門
、
そ
し
て
後
に
二
代
目
左
仲
を
継
ぐ
人
物
で
あ

る
。
宝
暦
九
年
に
あ
る
「
磯
之
助
」
は
不
詳
で
あ
る
が
、
三
代
目
権
左
衛

門
が
「
次
郎
次
」
と
い
う
名
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
あ
る
い
は
「
磯
之
助
」

が
二
代
目
権
左
衛
門
の
長
男
で
、
夭
折
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
中
津
藩
の
能
大
夫
藤
林
家
の
系
譜
と
そ
の
活
躍
年
代

が
ほ
ぽ
明
ら
か
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
本
題
で
あ
る
観
世
大
夫
と
の
関
係

に
つ
い
て
『
惣
町
大
帳
j

の
記
述
を
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

享
保
九
(
-
七
二
四
）
年
三
月
十
四
日
条
（
『
惣
町
大
帳
j

)

に
、
一
代
目
藤

林
権
左
衛
門
に
か
ん
し
て
、
次
に
示
す
よ
う
な
動
き
が
み
ら
れ
る
。

一
、
藤
林
権
左
衛
門
被
申
出
候
ハ
、
内
々
被
申
置
候
観
世
太
夫
二
弟

子
入
金
子
、
此
度
上
京
被
仕
候
衆
二
頼
登
ら
せ
申
度
旨
被
申
置
候
間
、

則
中
真
と
相
談
相
極
、
大
貞
銀
之
内
合
金
子
弐
百
疋
遣
し
申
候
、
則

銀
預
り
さ
た
、
加
右
衛
門
合
出
ル

か
ね
て
よ
り
内
々
に
伝
え
て
お
い
た
こ
と
だ
が
、
観
世
大
夫
に
弟
子
入

観
世
大
夫
家
入
門
と
〈
明
和
の
改
正
〉
に
よ
る
動
揺

り
の
た
め
の
金
子
を
、
こ
の
た
び
上
京
す
る
者
に
持
た
せ
た
い
と
権
左
衛

門
か
ら
申
し
出
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
観
世
太
夫
二
弟
子
入
金
子
」
と
は
、

す
な
わ
ち
入
門
金
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
弟
子
入
」
と
あ
る
か
ら
は
、

享
保
九
年
よ
り
観
世
大
夫
の
直
弟
子
と
な
っ
た
と
考
え
て
も
よ
い
か
と
思

わ
れ
る
。
町
会
所
で
は
相
談
の
結
果
、
八
月
の
大
貞
祭
礼
の
た
め
に
積
み

立
て
た
「
大
貞
銀
」
か
ら
金
子
二
百
疋
を
都
合
し
て
や
る
こ
と
に
な
っ
た
。

享
保
九
年
は
、
一
代
目
権
左
衛
門
が
父
甚
兵
衛
の
家
督
を
継
い
だ
年
で
、

弟
子
入
り
を
希
望
し
た
観
世
大
夫
は
、
年
代
か
ら
十
四
代
観
世
大
夫
清
親

で
あ
る
。
右
の
条
以
外
に
、
一
代
目
権
左
衛
門
と
観
世
大
夫
家
の
接
点
を

示
す
記
事
は
み
ら
れ
な
い
が
、
こ
の
二
年
後
に
は
没
し
た
と
思
わ
れ
る
の

で
当
然
と
い
え
ば
当
然
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
観
世
新
九
郎
家
蔵

B
付
軍
宣
下
祝
賀
能
目
録
』
に
よ
る
と
、
延

享
二
年
（
一
七
四
五
）
九
月
二
十
二
日
、
九
代
将
軍
家
重
の
将
軍
宣
下
の
祝

賀
能
四
日
目
に
お
い
て
、
《
烏
帽
子
折
》
（
ど
了
観
世
織
之
助
）
の
ツ
レ
に

藤
林
権
左
衛
門
の
名
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
は
二
代
目
権
左
衛
門
の
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
前
年
と
翌
延
享
三
年
の
三
年
間
、
大
貞
神
能
で
は
二
代
目

権
左
衛
門
は
出
勤
せ
ず
、
藤
林
姓
の
役
者
は
弟
吉
之
進
の
み
な
の
で
、
こ

の
間
二
代
目
権
衛
門
は
す
で
に
弟
子
入
り
を
済
ま
せ
て
、
観
世
師
家
の
元

で
修
行
を
し
て
お
り
、
幸
運
に
も
祝
賀
能
へ
の
出
勤
の
機
会
を
得
た
と
推

察
で
き
る
。
な
お
、
こ
の
と
き
の
観
世
大
夫
も
、
父
一
代
目
権
左
衛
門
が

入
門
し
た
十
四
代
観
世
清
親
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
二
代
目
権
左
衛
門
の

入
門
の
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
は
、
父
の
例
か
ら
、
大
夫
職
を
継
い
だ
年
（
享

保
十
九
年
力
）
か
ら
そ
れ
ほ
ど
隔
て
な
い
時
期
に
入
門
し
た
と
類
推
は
で
き
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る
が
、
『
惣
町
大
帳
j

は
そ
の
前
後
冊
が
欠
け
て
い
る
た
め
、
詳
ら
か
で

(20) 

は
な
い
。
た
だ
し
、
『
市
令
録
」
「
能
太
夫
之
部
」
の
「
権
左
衛
門
事
、
藤

林
左
仲
」
(
【
I
】
)
の
次
に
記
さ
れ
る
「
同
人
江
戸
師
家
江
入
門
金
申
出
候

ニ
付
、
能
金
之
内
よ
り
金
弐
百
疋
遣
ス
」
が
、
二
代
目
権
左
衛
門
に
関
す

る
記
述
で
あ
る
な
ら
ば
、
父
と
同
じ
く
二
百
疋
も
の
大
金
を
、
入
門
金
と

し
て
大
貞
銀
か
ら
都
合
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
二
代
目
権
左
衛
門
が
、
江
戸
で
将
軍
宣
下
祝
賀
能
に
出
勤

し
た
延
享
一
一
年
、
『
惣
町
大
帳
』
に
は
権
左
衛
門
の
拝
借
銀
（
金
子
四
匁
）

の
証
文
写
し
が
控
え
ら
れ
て
い
る
（
六
月
廿
八
日
付
）
。
こ
の
借
金
を
す
ぐ
さ

ま
江
戸
観
世
大
夫
の
周
辺
で
の
活
動
に
あ
て
る
た
め
と
考
え
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
以
下
で
み
て
い
く
よ
う
に
観
世
師
家
と
の
付
き
合
い
や
江
戸

で
の
生
活
に
は
、
多
額
の
費
用
が
必
要
で
、
そ
れ
を
度
々
町
会
所
を
通
じ

て
借
用
し
て
い
た
と
い
う
事
情
が
浮
か
び
上
が
る
。
こ
の
よ
う
な
動
向
が

顕
著
に
な
る
の
が
、
明
和
三
年
以
降
、
す
な
わ
ち
十
五
代
観
世
大
夫
元
章

が
断
行
し
た
能
楽
改
革
〈
明
和
の
改
正
〉
直
後
の
こ
と
と
い
え
る
。
こ
れ

か
ら
見
て
い
く
一
連
の
動
向
は
、
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
に
大
幅
に
詞
章

を
改
訂
し
て
刊
行
さ
れ
た
観
世
流
謡
本
（
い
わ
ゆ
る
「
明
和
改
正
謡
本
」
、
以
下

明
和
本
と
略
す
）
に
つ
い
て
、
そ
の
使
用
を
強
制
さ
れ
た
観
世
流
門
弟
の
対

応
を
、
か
な
り
具
体
的
に
記
録
し
て
い
る
貴
重
な
記
録
と
思
わ
れ
る
の
で
、

少
し
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。

明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
四
月
二
十
＿
―
-
日
、
二
代
目
権
左
衛
門
か
ら
江
戸

へ
参
り
た
い
と
申
し
出
が
あ
る
（
『
惣
町
大
帳
』
第
十
輯
）
。
詳
細
は
、
同
年

五
月
二
日
条
に
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

一
、
藤
林
権
左
衛
門
、
江
戸
表
江
参
度
由
内
意
申
出
候
。
其
趣
意
者
、

此
度
謡
文
旬
等
相
改
り
候
二
付
、
参
り
不
申
候
而
ハ
家
職
之
筋
相
立

不
申
候
間
、
何
分
二
も
御
相
談
被
成
、
参
り
候
様
二
御
挨
拶
有
之
候

様
致
度
由
申
候
二
付
、
同
役
中
相
談
二
お
よ
ひ
候
。
同
役
中
存
寄
先

此
節
ハ
参
り
不
申
候
が
可
然
由
相
談
究
メ
候
二
付
御
奉
行
様
江
地
合

能
御
伺
ひ
申
上
候
所
二
其
方
共
、
江
戸
表
へ
遣
候
而
可
然
候
哉
、
今

一
応
致
相
談
又
々
申
出
候
様
被
仰
候
。

江
戸
に
行
く
理
由
は
「
此
度
、
謡
文
句
等
が
改
ま
っ
た
の
で
、
江
戸
に

行
か
ね
ば
家
職
の
筋
が
立
た
な
い
」
（
傍
線
部
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
い
う
「
謡
文
句
等
相
改
り
候
」
が
、
十
五
代
観
世
元
章
の
刊
行
し
た

明
和
本
を
指
す
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
明
和
二
年
五
月
の
序
を
持
つ

明
和
本
の
刊
行
か
ら
お
よ
そ
一
年
後
、
観
世
大
夫
の
直
弟
子
で
あ
る
九
州

在
住
の
二
代
目
権
左
衛
門
の
も
と
に
、
よ
う
や
く
改
訂
本
が
手
許
に
届
い

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
従
来
の
詞
章
と
の
あ
ま
り
の
違
い
と
、

こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
曲
の
多
さ
に
、
江
戸
へ
行
っ
て
観
世
大
夫
に
師
事

せ
ず
に
は
家
業
が
成
り
立
た
な
い
と
思
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
町
会
所
役
中

で
は
、
相
談
の
結
果
、
一
度
は
江
戸
へ
は
遣
わ
さ
な
い
方
が
よ
い
と
決
ま

る
が
、
御
奉
行
に
伺
っ
た
と
こ
ろ
、
江
戸
へ
や
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い

か
と
助
言
が
あ
り
、
今
一
度
相
談
す
る
こ
と
と
な
る
。
再
度
相
談
し
た
結

果
、
五
月
七
日
に
「
藤
林
権
左
衛
門
、
江
戸
表
へ
遣
候
様
二
致
度
相
談
相
究
」

と
江
戸
へ
遣
わ
す
こ
と
が
了
承
さ
れ
る
。
町
会
所
が
当
初
快
＜
承
諾
し
な

か
っ
た
の
は
、
い
ず
れ
必
要
経
費
を
町
会
所
が
工
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
こ
と
を
見
込
ん
で
の
こ
と
だ
ろ
う
。
案
の
定
、
権
左
衛
門
は
三
十
両
を

請
求
し
て
き
た
ら
し
い
。
五
月
七
日
条
に
は
、

(21) 

尤
三
拾
両
之
内
、
拾
両
ハ
日
田
表
二
而
出
来
仕
候
、
弐
拾
両
之
処
、

能
方
相
勤
候
者
共
合
出
し
呉
候
様
二
、
同
役
中
合
挨
拶
二
お
よ
ひ
被

下
候
様
二
致
度
由
、
権
左
衛
門
申
候
。
右
之
趣
、
御
奉
行
様
江
得
と

六
左
衛
門
申
上
置
候
ハ
御
聞
置
被
成
候
由
、
御
挨
拶
有
之
候
。

と
あ
る
。
三
十
両
の
う
ち
、
十
両
は
日
田
村
か
ら
都
合
で
き
る
が
、
二
十
両

は
能
方
を
勤
め
て
い
る
者
ど
も
か
ら
出
し
て
く
れ
る
よ
う
、
町
会
所
役
中
を

通
じ
て
頼
ん
で
ほ
し
い
と
権
左
衛
門
が
申
し
出
る
。
し
か
し
、
こ
の
勝
手
な

申
し
出
が
通
る
わ
け
も
な
く
、
五
月
十
七
日
、
役
中
か
ら
能
方
へ
頼
む
こ
と

(22) 

は
で
き
な
い
と
返
答
が
あ
る
。
八
月
四
日
、
つ
い
に
、
権
左
衛
門
は
月
番
町

年
寄
藤
兵
衛
に
直
訴
に
及
ぶ
。
以
下
の
書
状
を
月
番
町
年
寄
に
届
け
た
の
で

あ
る
。

一
、
此
度
田
戸
翻
罹l太
夫
謡
能
不
残
相
改
、
流
義
謡
能
~
多
二
相
成
、

私
共
存
不
申
謡
能
多
く
御
座
候
而
家
業
難
相
立
奉
存
候
二
付
、
何
卒

御
願
申
上
、
出
府
仕
伝
来
仕
度
存
念
も
御
座
候
処
、
私
義
兼
々
不
如

意
二
御
座
候
而
中
々
余
分
物
入
之
義
、
自
カ
ニ
お
よ
ひ
か
た
く
仕
合

故
、
隣
国
二
も
弟
子
等
も
御
座
候
二
付
夏
中
合
罷
越
、
右
之
趣
意
ヲ

以
、
無
心
等
も
申
候
処
、
当
時
柄
之
義
故
、
存
候
程
之
義
、
出
来
可

仕
様
子
二
相
見
へ
不
申
候
二
付
先
達
而
各
様
、
御
咄
申
、
町
場
へ
御

藤
兵
衛
殿

藤
林
権
左
衛
門
印

挨
拶
も
被
成
被
下
候
義
無
心
申
度
段
申
上
候
処
、
御
挨
拶
難
被
成
旨

被
仰
候
故
、
段
々
工
面
仕
見
候
得
共
、
外
二
方
便
も
無
御
座
、
又
々

無
是
非
申
上
候
。
御
当
地
町
場
も
近
年
別
而
困
窮
之
趣
故
、
能
方
ニ

罷
出
候
面
々
へ
も
指
付
無
心
等
も
申
か
た
く
、
当
惑
仕
候
。
乍
去
頼

母
子
同
意
之
助
精
致
呉
候
ハ
ヽ
、
猶
又
他
所
門
弟
杯
へ
も
相
応
之
無

心
申
侯
而
、
随
分
彼
是
省
略
ゐ
た
し
出
府
仕
、
一
通
り
承
度
奉
存
候
。

右
抹
之
義
故
、
難
渋
迷
惑
仕
候
得
共
、
家
業
之
義
、
殊
更
段
々
諸
国

な
も
罷
登
、
伝
来
仕
候
様
二
有
之
候
而
者
、
若
師
匠
元
合
申
来
候
義

も
可
有
御
座
哉
と
奉
存
候
。
左
候
ハ
者
是
非
一
度
罷
出
不
申
候
而
者

難
相
済
、
其
節
者
却
而
彼
是
入
用
も
多
ク
可
有
御
座
哉
と
奉
存
候
間
、

何
卒
此
節
罷
出
候
様
二
仕
度
奉
存
候
。
右
能
方
二
罷
出
候
面
々
へ
無

余
義
無
心
も
申
候
義
、
御
時
節
柄
之
義
如
何
敷
奉
存
候
二
付
此
所
何

分
御
聞
済
被
下
置
候
様
二
奉
願
候
、
此
段
幾
重
二
も
可
然
御
取
成
被

下
候
様
二
奉
願
上
候
。
以
上
。

戌
八
月月

番
町
年
寄

冒
頭
に
、
こ
の
た
び
江
戸
観
世
大
夫
が
謡
・
能
を
残
ら
ず
改
め
、
流
儀

の
所
演
曲
が
増
え
た
た
め
、
権
左
衛
門
も
知
ら
な
い
謡
や
能
が
多
く
、
家

業
が
成
り
立
ち
が
た
い
と
の
事
情
が
説
明
さ
れ
る
（
棒
線
部
）
。
そ
し
て
、

な
に
と
ぞ
江
戸
へ
行
き
た
い
が
、
余
裕
が
な
く
自
力
で
は
い
け
な
い
、
弟

子
等
へ
も
無
心
し
た
が
、
こ
の
時
節
柄
で
な
か
な
か
必
要
な
額
が
集
ま
ら

な
い
な
ど
と
切
々
と
語
ら
れ
る
。
こ
の
町
年
寄
へ
の
訴
え
は
、
ひ
と
ま
ず
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こ
ま
、

ヽ

大
貞
御
神
事
能
組

権

左

衛

門

面

箱

宇

右

衛

門

千

歳

次

郎

治

三
番
善
一
二
郎

難
波
次
郎
治
磯
五
郎
・
吉
次
郎
左
一
右
衛
門
・
清
兵
衛
・

六
左
衛
門
清
次
郎
・
源
七
平
助
・
善
蔵

実
盛
権
左
衛
門
新
次
郎
・
伝
蔵
・
勘
之
助
清
蔵
・
左
四
郎

又
蔵
・
和
吉

斑
女
半
次
郎
伝
蔵
・
左
一
右
衛
門
藤
蔵
・
惣
左
衛
門
彦
七

放
下
僧
磯
五
郎
吉
次
郎
・
勘
之
助

磯
右
衛
門
・
左
四
郎
善
蔵

清
四
郎
六
左
衛
門
・
勘
之
助
・
左
一
右
衛
門
清
次
郎
・

惣
左
衛
門
彦
七

半
次
郎
・
虎
松
清
兵
衛
・
新
次
郎
・
伝
蔵

（
マ
マ
）

清
蔵
•
清
蔵
茂
兵
衛
・
和
吉

祝
言

当
年
ー
観
世
流
謡
改
有
之
候
二
付
謡
都
相
改
候
通
二
謡
イ
申
候

（
以
下
、
狂
言
番
組
は
略
す
る
）

大
蛇

藤
戸

翁

次
郎
治

脇
鼓

消
蔵

惣
左
衛
門

十
日
後
に
控
え
て
い
る
大
貞
神
能
の
た
め
、
結
論
が
出
さ
れ
る
の
が
日
延

べ
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
十
日
後
、
大
貞
神
能
で
は
渦
中
の
明
和
本
を
基

と
し
た
演
能
が
な
さ
れ
る
。
明
和
三
年
八
月
十
五
日
条
に
記
さ
れ
た
番
組

と
、
観
世
流
で
改
め
ら
れ
た
通
り
に
謡
っ
た
と
注
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

（
棒
線
部
）
。
こ
れ
は
明
和
本
の
改
正
謡
が
実
際
に
上
涼
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
、

き
わ
め
て
貴
重
な
用
例
と
い
え
よ
う
。

さ
て
、
大
貞
神
能
で
〈
明
和
の
改
正
〉
の
詞
章
が
披
露
さ
れ
た
十
二
日
後
、

先
に
権
左
衛
門
が
町
年
寄
に
送
っ
た
内
意
へ
の
返
答
が
出
さ
れ
る
。
そ
の

内
容
は
、
町
役
か
ら
能
方
へ
出
資
す
る
よ
う
頼
む
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

権
左
衛
門
自
ら
頼
む
分
に
は
構
わ
な
い
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
返
答

を
う
け
た
権
左
衛
門
の
内
意
書
（
八
月
廿
七
日
条
）
は
、
「
御
内
々
御
物
語
申

上
候
趣
」
と
題
さ
れ
、
町
年
寄
衆
中
に
宛
て
ら
れ
た
。
冒
頭
に
は
、
自
分

で
無
心
す
る
よ
う
に
と
の
こ
と
だ
が
、
こ
の
ご
時
世
で
は
自
力
で
は
調
え

難
く
、
残
念
だ
が
私
の
出
府
は
や
め
る
（
「
近
頃
残
念
に
は
奉
存
候
得
共
私
義
ハ

出
府
相
止
メ
可
申
侯
」
）
と
、
江
戸
行
き
を
断
念
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、先

頃
各
様
被
仰
候
者
一
両
年
之
内
、
倅
義
ハ
御
世
話
被
成
、
罷
登
候

様
二
被
成
可
被
下
候
由
之
思
召
被
仰
聞
候
。
左
候
ハ
ヽ
、
何
卒
此
節

被
成
御
世
話
被
下
候
而
、
二
郎
次
御
登
せ
可
放
下
候
。
せ
め
て
左
様

二
候
得
者
、
未
熟
之
儀
二
者
御
座
候
得
共
、
家
元
へ
罷
越
、
一
通
之

伝
来
仕
、
改
判
等
之
俄
も
可
也
二
承
り
罷
帰
候
得
者
、
家
業
之
筋
も

相
立
相
続
も
仕
候
義
二
御
座
候
。

と
、
せ
め
て
一
両
年
の
う
ち
に
、
嗣
子
二
郎
次
（
次
郎
次
）
を
江
戸
に
登
ら

せ
て
や
っ
て
ほ
し
い
と
、
権
左
衛
門
は
方
針
を
替
え
る
。
二
郎
次
は
未
熟
者
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で
は
あ
る
が
、
家
元
（
観
世
大
夫
元
章
の
こ
と
で
あ
ろ
う
）
の
も
と
で
一
通
り
伝

来
を
う
け
、
こ
の
た
び
の
改
訂
謡
本
も
勤
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
帰
っ
て

く
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
大
貞
神
能
の
能
大
夫
と
い
う
家
業
も
立
ち
、
相
続
で

き
る
だ
ろ
う
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
「
私
者
乍
残
念
家
業
相
止
メ
申
候
合
外

無
御
座
」
と
、
権
左
衛
門
自
身
は
、
江
戸
に
い
け
な
い
の
で
は
家
業
は
な
り

た
た
な
い
の
で
、
辞
め
る
と
宣
言
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、

若
又
殿
様
御
帰
城
之
上
、
御
能
等
被
仰
付
候
而
改
判
之
義
御
沙
汰

も
御
座
候
節
、
一
向
存
不
申
候
と
申
上
候
茂
甚
心
外
奉
存
候
、
井
最

早
明
年
二
も
至
り
候
ハ
、
定
而
追
々
隣
国
な
と
へ
も
改
判
伝
来
之

面
々
も
出
来
可
仕
候
と
左
候
得
者
私
義
者
他
所
へ
罷
出
、
只
今
迄
之

通
相
応
之
弟
子
等
教
申
候
義
者
相
成
不
申
、
労
以
面
目
も
無
御
座
候

間

と
中
津
の
殿
様
（
奥
平
氏
三
代
昌
鹿
〔
昌
邦
〕
）
が
参
勤
交
代
か
ら
帰
城
に
な
り
、

「
改
判
之
義
」
に
つ
い
て
殿
様
か
ら
沙
汰
が
あ
っ
た
と
き
、
一
向
に
知
ら
な

い
と
申
し
上
げ
る
の
で
は
心
外
で
あ
る
。
来
年
に
な
れ
ば
、
き
っ
と
隣
国
に

も
「
改
判
」
が
伝
来
す
る
だ
ろ
う
に
、
私
が
他
所
に
行
っ
た
と
き
に
教
え
る

こ
と
も
で
き
な
い
の
は
面
目
が
な
い
と
、
半
ば
脅
し
に
も
似
た
文
面
で
「
改

判
」
の
伝
授
を
う
け
る
こ
と
の
重
要
性
を
主
張
す
る
。
そ
し
て
再
度
、
私
は

辞
め
る
か
ら
せ
め
て
、
せ
が
れ
を
江
戸
へ
遺
わ
す
よ
う
世
話
を
し
て
ほ
し
い

と
嘆
願
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
長
々
し
い
書
面
を
受
け
、
町
会
所
の
面
々
は
、
「
二
郎
次
相
登
せ

四
江
戸
か
ら
の
金
の
無
心

申
候
へ
者
、
町
會
所
合
入
用
銀
指
登
せ
、
権
左
衛
門
登
り
申
候
へ
者
、
町

會
所
人
目
も
無
御
座
候
間
、
権
左
衛
門
罷
登
り
候
方
可
然
奉
存
候
」
と
し

て
、
次
郎
次
を
江
戸
に
登
ら
せ
る
と
、
町
会
所
が
銀
子
を
都
合
し
て
や
ら

ね
ば
な
ら
な
い
が
、
権
左
衛
門
を
登
ら
せ
れ
ば
町
会
所
が
負
担
す
る
こ
と

は
な
い
と
い
う
理
由
で
、
つ
い
に
権
左
衛
門
を
江
戸
に
遣
わ
す
方
向
を
決

す
る
。
こ
の
決
定
を
権
左
衛
門
に
伝
え
た
と
こ
ろ
、
す
っ
か
り
辞
め
る
気

に
な
っ
て
い
た
た
め
だ
ろ
う
、
「
権
左
衛
門
存
寄
り
書
付
之
通
二
御
座
候

ヘ
者
、
只
今
当
惑
仕
候
」
と
当
惑
し
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
八
月
廿
七
日
条
の
権
左
衛
門
内
意
書
に
お
い
て
「
殿
様
御
帰
城

之
上
、
御
能
等
被
仰
付
侯
而
改
判
之
義
御
沙
汰
も
御
座
候
節
」
と
あ
る
の

は
、
権
左
衛
門
が
殿
さ
ま
の
威
光
を
か
ざ
し
た
言
い
が
か
り
の
よ
う
に
も

思
わ
れ
る
が
、
そ
う
と
も
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
明
和

二
年
七
月
能
役
者
中
へ
「
此
節
致
再
典
能
」
に
つ
い
て
の
書
付
が
渡
さ
れ

た
ら
し
い
こ
と
が
、
『
惣
町
大
帳
』
安
永
八
年
七
月
十
九
日
条
か
ら
う
か

(23) 

が
え
る
か
ら
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
江
戸
へ
登
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
権
左
衛
門
だ
が
、
町
会
所

の
力
を
借
り
な
い
前
提
で
あ
っ
た
た
め
、
自
力
で
金
を
工
面
す
る
の
に
一

年
以
上
要
し
た
ら
し
い
。
そ
の
間
、
町
年
寄
を
通
さ
ず
し
て
大
貞
銀
を
運

用
し
よ
う
と
し
た
た
め
と
思
わ
れ
る
が
、
明
和
三
年
十
二
月
十
三
日
＼

十
九
日
ま
で
、
「
不
届
之
至
」
り
に
付
き
押
込
を
申
し
付
け
ら
れ
る
。
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方
で
は
「
極
難
之
義
御
聞
遊
候
二
付
、
当
年
斗
銀
三
枚
被
下
置
候
」
と
奉

行
所
か
ら
銀
一
二
枚
を
頂
戴
し
（
明
和
三
年
十
二
月
二
十
六
日
条
）
、
明
和
四
年

十
一
月
に
は
、
上
様
よ
り
出
府
の
た
め
に
銀
五
枚
を
拝
借
も
し
て
い
る
（
『
市

令
録
」
。
明
和
四
年
の
「
惣
町
大
帳
』
は
欠
冊
）
。

明
和
五
年
三
月
十
二
日
、
江
戸
に
い
る
権
左
衛
門
か
ら
息
子
次
郎
次
へ

金
十
五
両
を
無
心
す
る
内
容
の
書
状
が
到
来
し
、
十
四
日
に
そ
の
是
非
を

吟
味
し
た
旨
が
確
認
で
き
る
。

一
、
今
朝
、
御
用
御
座
候
而
参
上
仕
候
所
、
先
達
而
御
内
々
申
上
候

藤
林
権
左
衛
門
俄
、
御
奉
行
様
二
而
も
被
仰
候
者
、
権
左
衛
門
義
、

此
節
ハ
自
カ
ニ
て
罷
登
候
と
申
候
て
罷
登
候
事
二
も
有
之
、
此
上
去

冬
罷
登
候
節
も
御
上
へ
御
歎
申
上
、
銀
子
被
下
置
候
事
に
も
在
之
候

得
者
、
此
節
御
上
江
ハ
御
歎
不
被
申
上
候
間
、
同
役
共
致
相
談
、
次

郎
次
へ
も
と
く
と
申
聞
、
次
郎
次
合
致
才
覚
差
登
せ
候
様
二
い
た
し

可
然
候
段
、
被
仰
渡
候
二
付
奉
畏
候
段
申
上
候
而
申
上
候
者
、
~

左
衛
門
義
、
能
役
者
中
杯
へ
も
下
地
度
々
無
心
も
申
、
去
冬
登
り
候

節
も
シ
テ
方
ハ
不
及
申
、
能
役
者
中
共
外
懇
意
之
者
へ
者
、
不
テ
餞

別
相
頼
申
候
故
、
此
節
次
郎
次
オ
覚
之
義
出
来
兼
可
申
と
奉
存
候
段

申
上
候
所
、
至
極
御
尤
二
者
被
思
召
上
候
へ
共
、
先
右
申
渡
候
通
、

次
郎
次
へ
申
聞
へ
＜
候
、
無
左
候
而
者
相
済
不
申
子
細
二
有
之
候
と

被
仰
候
二
付
奉
畏
罷
帰
、
今
日
之
寄
合
二
於
町
会
所
、
次
郎
次
召
呼
、

右
被
仰
渡
之
趣
申
聞
候
、

右
之
趣
、
吉
右
衛
門
殿
ヘ
ハ
書
付
二
而
為
知
遺
候

こ
の
明
和
五
年
三
月
十
四
日
条
か
ら
、
権
左
衛
門
が
江
戸
へ
登
っ
た
の

は
「
去
冬
」
（
太
字
）
、
す
な
わ
ち
明
和
四
年
の
冬
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
さ
て
、
権
左
衛
門
が
金
十
五
両
の
借
用
を
頼
ん
で
き
た
こ
と
に
つ

い
て
、
御
奉
行
所
に
説
明
さ
れ
た
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
度
の

江
戸
行
き
は
、
自
力
で
行
く
と
い
う
か
ら
許
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、

す
で
に
昨
年
冬
に
江
戸
へ
登
る
節
、
お
上
に
嘆
き
申
し
て
銀
子
を
頂
戴
し

て
い
る
。
そ
の
た
め
今
回
は
、
息
子
次
郎
次
が
な
ん
と
か
才
覚
し
て
送
っ

て
や
る
よ
う
に
す
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
実
は
、
権
左
衛
門
は
出
立

に
先
だ
っ
て
、
ひ
そ
か
に
能
役
者
連
中
や
、
懇
意
の
者
に
懇
顧
し
餞
別
を

頼
ん
で
い
た
た
め
、
次
郎
次
か
ら
ま
た
お
願
い
す
る
の
も
で
き
か
ね
る
と

い
う
状
態
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
事
態
に
、
町
会
所
は
、
権
左

衛
門
が
望
ん
で
き
た
金
子
十
五
両
（
明
和
五
年
三
月
十
二
日
条
）
の
う
ち
、
次

郎
次
が
な
ん
と
か
工
面
し
た
銀
弐
百
目
と
、
金
子
十
両
を
借
り
立
て
、
合

せ
て
十
二
両
を
指
し
登
せ
て
や
る
こ
と
を
決
め
る
（
明
和
五
年
三
月
十
六
日

条
）
。
そ
し
て
、
そ
の
金
と
と
も
に
権
左
衛
門
へ
遣
わ
し
た
手
紙
に
は
、

右
金
、
権
左
衛
門
請
取
候
ハ
ヽ
、
早
速
江
回
高
貯
5

取
、
罷
帰
候
様
二

以
書
面
間
違
無
之
様
二
急
度
可
申
渡
旨
被
仰
渡
候
、
此
段
可
被
致

承
知
候
、
万
端
御
帰
国
之
節
目
出
度
可
得
御
意
侯
、
恐
憧
謹
言

と
、
こ
の
金
を
受
け
取
っ
た
ら
、
す
ぐ
に
江
戸
を
引
き
取
り
国
に
帰
る
よ
う

に
と
諭
す
内
容
が
記
さ
れ
た
。

し
か
し
、
権
左
衛
門
は
す
ぐ
に
は
帰
国
せ
ず
、
同
年
五
月
廿
三
日
に
は
、
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一
、
藤
林
権
左
衛
門
事
左
仲

右
者
此
度
観
世
太
夫
合
右
之
通
相
改
候
~
二
被
申
候
由
申
来
候
、

尤
同
役
中
へ
も
相
知
せ
呉
候
様
二
権
左
衛
門
宿
本
へ
申
参
候
二

付
同
役
中
へ
相
知
せ
候
、
尤
両
御
奉
行
様
へ
も
御
咄
申
上
置
候

と
、
観
世
大
夫
に
よ
っ
て
「
左
仲
」
と
改
名
し
た
旨
披
露
の
書
状
が
到
来
す

る
。
順
調
に
観
世
大
夫
の
も
と
で
修
行
を
積
み
、
改
名
を
許
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
、
七
月
十
一
日
よ
う
や
く
「
藤
林
権
左
衛
門
、
暮
前
二
当
地

二
着
岸
」
と
の
記
事
が
あ
り
、
帰
国
を
果
た
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
前
年

の
十
一
月
に
江
戸
へ
赴
い
た
と
す
る
と
、
お
よ
そ
八
ヶ
月
の
江
戸
滞
在
で
あ

る
。
七
月
と
い
う
時
期
に
帰
国
し
た
の
は
、
当
地
で
の
職
務
で
あ
る
八
月

十
五
日
大
貞
神
能
に
出
勤
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
権
左
衛
門
改
め
左
仲
は
、

《
翁
》
《
弱
法
師
》
、
祝
言
《
弓
八
幡
》
を
勤
め
る
。

さ
て
、
江
戸
か
ら
帰
国
後
の
左
仲
に
い
く
つ
か
目
立
っ
た
動
き
が
あ
る
。

ま
ず
―
つ
は
、
十
一
月
二
十
七
日
、
御
奉
行
様
の
左
仲
宅
に
て
の
「
打
合
」

御
覧
が
決
定
す
る
（
明
和
六
年
十
一
月
廿
五
日
条
）
。
江
戸
で
の
成
果
を
確
か

め
る
の
が
目
的
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
こ
の
突
然
の
来
宅
決
定
に
、
町

会
所
は
左
仲
宅
の
掃
除
や
毛
鹿
の
準
備
な
ど
に
追
わ
れ
る
。
当
日
、
「
一
、

梅
相
済
候
而
被
遊
御
中
入
候
」
と
、
観
世
元
章
作
の
《
梅
》
が
披
露
さ
れ

た
こ
と
が
典
味
深
い
（
な
お
、
「
中
津
藩
能
番
組
j

に
よ
れ
ば
、
こ
の
年
御
城
能
で

(25) 

も
次
郎
次
が
《
梅
》
を
勤
め
て
い
る
）

二
つ
目
の
出
来
事
は
、
大
坂
の
浅
井
織
之
丞
か
ら
勧
進
能
へ
の
出
勤
依

頼
が
届
い
た
こ
と
で
あ
る
（
明
和
七
年
正
月
十
六
日
条
）
。

一
、
藤
林
左
仲
、
上
方
書
状
致
持
参
候
、
入
御
内
覧
候
、
則
左
二
記
置
、

一
筆
致
啓
上
候
、
寒
冷
之
処
、
弥
御
堅
栄
可
被
成
御
座
奉
珍
重
候
、

誠
二
其
後
ハ
打
絶
御
様
子
不
承
候
、
下
拙
儀
も
去
秋
江
戸
表
罷
下

り
貴
様
御
噂
申
上
候
、
弓
町
二
も
益
御
勇
徳
被
遊
御
座
候
、

一
、
明
年
三
月
、
高
井
儀
助
勧
進
能
願
之
通
被
仰
付
候
二
付
下

拙
世
話
仕
候
。
右
二
付
貴
様
御
出
勤
可
被
成
様
二
奉
存
候
。
江
戸

表
へ
も
申
遣
候
。
弥
御
勤
被
成
候
ハ
、
御
報
早
々
可
被
仰
越
候
。

尤
ツ
レ
方
諸
事
之
儀
ハ
此
方
二
而
御
世
認
可
仕
候
、
左
様
御
心
得

可
被
成
候
。
当
春
御
状
指
置
候
へ
共
、
有
無
之
御
返
事
も
無
之
、

遠
方
故
間
違
候
哉
と
奉
存
候
、
右
得
御
意
如
此
二
御
座
候
。
謹
言
。

（
盈
力
）

十
一
月
―

-
H

浅
井
織
之
丞
章
盛
（
花
押
）

藤
林
左
仲
様

尚
々
御
心
積
り
之
番
組
、
左
ノ
通
入
御
覧
候
。

初

日

翁

高

砂

三

輪

四

日

蟻

通

二

日

融

五

日

安

宅

三

日

二

人

静

か

野

宮

か

六

日

阿

漕

か

藤

戸

か

乱

右
之
通
二
御
座
候
、
其
外
端
能
二
三
番
も
相
増
候
哉
と
之
事
も

可
有
御
座
候
、
以
上
、

尚
々
一
筆
致
啓
上
候
、
寒
冷
之
節
御
座
候
得
共
、
愈
御
堅
勝
二
被
成

御
勤
珍
重
奉
存
候
、
先
達
而
江
府
御
往
通
之
節
、
同
名
方
へ
御
立
寄

被
成
候
糊
、
彼
此
間
違
不
得
貴
意
残
念
二
奉
存
候
、

一
、
明
年
勧
進
能
御
出
勤
御
相
談
二
付
同
名
方
合
書
上
申
候
二
付
幸
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便
御
見
舞
妾
得
貴
意
候
、
且
其
御
地
二
而
御
世
話
二
罷
成
候
川
上
忠

之
丞
殿
、
当
時
手
前
近
所
二
被
致
住
居
候
二
付
出
会
之
絢
、
毎
々
貴

殿
御
噂
被
申
出
、
御
床
敷
奉
存
候
、
夫
二
付
弥
御
出
勤
被
成
候
ハ
A

同
名
方
御
旅
宿
も
宜
候
得
共
、
手
前
方
無
人
二
茂
有
之
、
其
上
御
国

元
之
忠
之
進
殿
も
被
居
義
二
御
座
候
間
、
無
御
遠
慮
手
前
御
旅
宿
仕

閲
側
、
定
而
連
等
も
被
相
勤
候
積
り
二
御
座
候
、
何
分
御
出
勤
相
待

申
候
、
右
可
得
貴
意
如
此
二
御
座
候
、
恐
惟
謹
言
、

十

一

月

五

日

前

之

名

林

之

丞

事

藤
林
左
仲
様
参
人
々
御
中
浅
井
幸
次
郎
景
信
（
花
押
）

最
初
の
書
簡
の
主
浅
井
織
之
丞
章
盈
は
、
江
戸
弓
町
で
左
仲
と
と
も
に

修
行
を
し
て
い
た
と
お
ぼ
し
く
（
「
下
拙
儀
も
去
秋
江
戸
表
罷
下
り
」
）
、
ま
た
九

州
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
伝
授
を
受
け
に
来
た
こ
と
は
上
方
へ
帰
っ
て
も
語
り
草

に
な
っ
て
い
た
ら
し
い
（
「
貴
様
御
噂
申
上
候
」
）
。
そ
れ
で
来
春
一
二
月
、
古
向
井

儀
助
勧
進
能
の
お
世
話
を
し
て
い
る
関
係
で
、
左
仲
の
出
勤
を
依
頼
し
て

き
た
の
で
あ
る
。
二
通
目
の
浅
井
幸
次
郎
景
信
（
前
名
林
之
丞
）
か
ら
の
書

簡
で
は
、
左
仲
が
江
戸
で
お
世
話
に
な
っ
た
川
上
忠
之
丞
と
い
う
も
の
か

ら
噂
を
聞
い
て
、
「
御
床
敷
」
＜
思
っ
て
い
る
こ
と
、
す
で
に
宿
の
手
配

は
済
ん
で
い
る
こ
と
な
ど
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
手
紙
は
早
速
吟
味
さ
れ
（
明
和
七
年
正
月
十
六
日
、
十
七
H
、
十
八
日
条
）
、

十
九
日
左
仲
の
上
方
行
き
は
「
勝
手
次
第
」
と
の
結
論
が
出
さ
れ
た
（
明

和
七
年
正
月
十
九
日
条
）
。
法
政
大
学
鴻
山
文
庫
蔵
『
大
坂
勧
進
能
番
組
(
=
-
）
」

に
よ
る
と
、
明
和
七
年
三
月
二
十
七
日
、
下
寺
町
に
て
興
行
さ
れ
た
高
井

さ
て
、
二
代
目
権
左
衛
門
の
息
子
次
郎
次
も
、
観
世
大
夫
家
へ
入
門
す

る
。
そ
の
こ
と
が
知
れ
る
の
は
、
帰
国
の
翌
年
、
明
和
六
年
八
月
廿
三
日

条
で
、
交
流
の
あ
っ
た
宇
佐
神
能
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
次
郎
次
に
《
翁
》
に

出
勤
し
て
ほ
し
い
と
の
依
頼
に
対
す
る
、
返
答
文
で
あ
る
。

貴
札
致
拝
見
候
。
如
仰
秋
冷
二
相
成
候
得
共
各
様
弥
御
堅
勝
被
成
御

勤
珍
重
奉
存
候
。
然
者
其
御
地
御
祭
礼
御
能
之
節
、
藤
林
次
郎
治
へ

翁
為
相
勤
候
様
二
被
仰
下
、
其
段
申
渡
候
虞
、
次
郎
次
義
、
当
春
観

世
太
夫
へ
弟
子
入
致
候
、
未
翁
伝
受
不
致
候
二
付
御
断
申
上
度
山
申

侯
。
右
二
付
左
仲
召
呼
、
委
細
承
候
処
二
翁
之
儀
、
左
仲
ハ
御
頼
有

之
候
ハ
ヽ
、
以
参
相
勤
可
申
候
。
左
候
得
者
、
地
謡
衆
脇
坐
之
後
二

付
居
被
申
候
様
二
被
成
可
被
下
由
二
御
座
候
。
此
段
御
承
知
被
成
候

五

代
目
権
左
衛
門
と
観
世
元
章

念
心
）

儀
助
の
勧
進
能
の
一

H
目
《
郡
廊
》
、
二
日
目
《
西
行
桜
》
、
四
日
目
《
忠
則
》
、

五
日
目
《
泉
郎
》
（
※
《
海
人
》
の
明
和
改
正
謡
本
独
自
の
題
名
。
た
だ
し
番
組
で

は
「
左
市
」
と
よ
め
る
）
最
終
日
六
日
目
の
最
後
を
か
ざ
る
《
乱
》
を
左
仲

が
勤
め
て
い
る
。
な
お
、
五
日
目
に
《
梅
》
が
上
演
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
シ
テ
は
「
藤
林
権
左
衛
門
」
す
な
わ
ち
、
三
代
目
権
左
衛
門
こ
と
次
郎

次
が
勤
め
て
い
号

『
惣
町
大
帳
』
で
は
、
明
和
七
年
五
月
十
九
日
「
藤
林
左
仲
父
子
、
大

坂
合
罷
帰
候
由
知
せ
有
之
候
」
と
、
そ
の
帰
国
が
記
さ
れ
る
。
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富
永
宗
左
衛
門
様

横
山
六
左
衛
門

ハ
ヽ
、
左
仲
申
付
、
翁
為
相
勤
可
申
候
、
右
之
趣
、
内
吟
味
妾
隙
取
、

御
報
延
引
二
罷
成
候
、
此
段
御
用
捨
可
被
下
候
、
為
其
如
斯
二
御
座

候
。
恐
恨
謹
言
。

八
月
廿
三
日

こ
こ
で
は
次
郎
次
は
こ
の
春
に
観
世
大
夫
家
に
弟
子
入
り
し
た
が
、

《
翁
》
は
ま
だ
伝
授
さ
れ
て
い
な
い
の
で
勤
め
ら
れ
な
い
と
断
り
を
入
れ

て
い
る
（
棒
線
部
）
。
こ
こ
か
ら
、
明
和
六
年
春
に
観
世
大
夫
へ
弟
子
入
り

し
た
こ
と
が
知
れ
る
が
、
続
く
文
で
は
、
左
仲
に
《
翁
》
を
仰
せ
つ
け
て

く
れ
る
な
ら
、
（
次
郎
次
を
）
地
謡
衆
脇
座
の
後
に
付
け
る
よ
う
（
「
左
候
得
者
、

地
謡
衆
脇
坐
之
後
二
付
居
被
申
候
様
二
被
成
可
被
下
由
二
御
座
候
」
）
と
所
望
し
て

い
る
。
こ
の
時
点
で
ま
だ
次
郎
次
は
中
津
に
い
た
と
い
え
る
。
や
が
て
翌

七
年
正
月
六
日
、
左
仲
か
ら
次
郎
次
を
江
戸
へ
や
ら
せ
観
世
大
夫
の
直
伝

を
受
け
な
け
れ
ば
家
業
が
立
た
な
い
と
申
し
出
が
出
さ
れ
る
。

乍
恐
御
内
々
申
上
候
口
上
之
覚

一
、
私
倅
権
左
衛
門
、
未
翁
伝
受
不
仕
候
、
尤
江
戸
表
江
罷
出
、
観

世
太
夫
直
伝
不
仕
候
而
者
、
家
業
相
続
難
相
成
御
座
候
二
↑
‘
俯
之

此
節
江
戸
表
循
世
太
夫
方
、
ー
指
遺
シ
翁

r受
為
致
申
度
奉
存
候
秤
共
、

何
角
物
入
等
多
く
御
座
候
間
、
以
御
慈
悲
当
御
参
勤
被
為
遊
候
節
、

江
戸
表
江
御
召
連
被
下
置
候
様
二
偏
二
奉
願
上
度
奉
存
候
、
以
御

憐
慇
何
分
被
仰
付
被
下
置
候
様
二
奉
願
上
候
、
此
段
宜
敷
御
取
成
被

仰
上
可
被
下
候
、
奉
願
上
候
、
以
上
、

左
仲
の
際
は
大
い
に
も
め
た
江
戸
行
き
だ
っ
た
が
、
次
郎
次
の
場
合
は
比
較

的
す
ん
な
り
と
了
承
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
中
津
藩
能
番
組
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
明
和
七
年
に
「
後
左
、

権
左
衛
門
」
と
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
次
郎
次
の
観
世
大
夫
へ
の
入
門
の
年
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
年
に
三
代
目
権
左
衛
門
を
襲
名
し
た
と
考
え
て
よ
い
だ

ろ
う
（
た
だ
し
後
述
の
よ
う
に
家
督
は
継
い
で
い
な
い
）
。
権
左
衛
門
襲
名
と
ほ

ぽ
同
時
に
観
世
大
夫
へ
入
門
す
る
こ
と
は
、
祖
父
か
ら
の
し
き
た
り
と

な
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
明
和
九
年
(
+
一
月
改
元
、
安
永
元
年
）
の
大
貞
神

能
に
三
代
目
権
左
衛
門
の
出
勤
が
見
え
ず
、
そ
の
前
年
は
《
融
》
を
舞
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
（
表
I
参
照
）
、
明
和
八
年
の
大
貞
神
能
が
終
わ
っ
た
後

か
ら
明
和
九
年
に
か
け
て
、
江
戸
観
世
大
夫
の
も
と
で
修
行
を
し
て
い
た

と
推
察
さ
れ
る
。
明
和
九
年
七
月
十
五
日
、
江
戸
で
修
行
中
の
三
代
目
権

左
衛
門
か
ら
、
左
仲
宛
て
に
次
の
よ
う
な
書
状
が
届
い
て
い
る
（
『
惣
町
大
娠
』

十
五
輯
）
。一

箪
啓
上
仕
候
（
中
略
）
、
江
戸
表
先
月
七
日
二
出
立
仕
候
候
所
、
伊

勢
参
宮
仕
、
十
九
日
二
京
都
．
ー
着
仕
、
廿
二
日
二
京
都
出
立
仕
、
大

和
廻
り
仕
、
昨
二
日
大
坂
罷
出
申
候
、
此
度
江
戸
表
御
暇
七
十
日
程

と
被
仰
出
、
其
内
二
、
ー
戸
表
引
取
申
候
様
二
心
積
り
仕
候
所
、
京
都

二
而
御
所
御
能

□ロロ
□左
候
得
者
、
九
月
比
迄
も
桂
り
可
申
と
申

居
候
、
何
卒
京
都
御
所
御
能
御
座
候
ハ
、
私
儀
も
相
勤
申
度
奉
存
候
、

寅
正
月
月
番
町
年
寄
吉
右
衛
門
殿

藤
林
左
仲
印
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こ
の
と
き
、
町
会
所
連
中
の
支
援
に
よ
っ
て
江
戸
に
い
か
せ
て
も
ら
っ

(28) 

て
い
る
こ
と
に
気
遣
っ
て
だ
ろ
う
、
左
仲
は
こ
の
手
紙
を
町
年
寄
へ
届
け
、

役
中
で
順
達
さ
れ
た
た
め
、
こ
う
し
て
そ
の
控
え
が
「
惣
町
大
帳
」
に
残
っ

た
の
で
あ
る
。
右
で
三
代
目
権
左
衛
門
が
し
め
し
て
い
る
旅
行
日
程
（
六

月
七
日
江
戸
出
立
、
伊
勢
参
宮
の
の
ち
、
十
九
日
に
京
都
・
ニ
十
二
日
に
京
都
を
出
で

大
和
へ
向
か
い
、
七
月
二
日
に
は
大
坂
へ
、
そ
の
後
京
都
で
御
所
御
能
が
あ
り
、
九
月

ま
で
か
か
る
）
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ま
さ
し
く
観
世
元
章
が
上
方
の
能
役
者

を
掌
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
と
さ
れ
る
、
明
和
九
年
に
先
祖
音
阿
弥

三
百
回
忌
の
法
要
の
た
め
の
上
京
の
行
程
と
ま
っ
た
く
一
致
す
る
（
「
習
事

(29) 

伝
授
書
留
』
（
法
政
大
学
鴻
山
文
庫
蔵
）
）
。
芸
守
は
は
、
そ
の
日
程
を
表
に
ま
と
め

た
も
の
で
あ
る
。
『
惣
町
大
帳
』
か
ら
、
『
習
事
伝
授
書
留
』
に
は
記
載
の

な
い
伊
勢
神
宮
参
詣
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
ほ
ぼ
行
程
が
一
致

す
る
。
三
代
目
権
左
衛
門
は
、
江
戸
表
か
ら
七
十
日
間
の
お
暇
を
も
ら
い
、

こ
の
旅
に
同
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
観
世
元
章
の
内
弟
子
の

よ
う
な
立
場
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
七
月
七
日
に
料
亭
「
浮
瀬
」
で
舞

囃
子
が
催
さ
れ
て
い
る
が
、
番
組
に
は
権
左
衛
門
の
名
は
な
い
。
こ
れ
は

京
阪
の
弟
子
が
舞
囃
子
を
披
露
す
る
の
が
目
的
だ
っ
た
た
め
、
観
世
大
夫

藤
林
権
左
衛
門

左
候
得
者
、
名
も
残
り
候
義

□口
能
次
節
二
参
合
候
と
大
慶
仕
候
、

私
儀
も
何
卒
来
春
者
罷
帰
り
申
度
、
只
今
合
心
組
居
申
候
（
中
略
）

別
而
相
替
儀
無
御
座
候
へ
共
、
大
坂
表
迄
罷
出
候
故
、
御
安
否
労
承

度
、
如
此
御
座
候
、
恐
恒
謹
言
、

七
月
一
＝
日

直
弟
子
で
あ
る
権
左
衛
門
は
舞
わ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
最
後
の
日
程
に
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、
八
月
七
日
の
仙
洞
御
所

で
の
演
能
で
あ
る
。
『
惣
町
大
帳
j

に
は
、
権
左
衛
門
が
「
何
卒
京
都
御

所
御
能
御
座
候
ハ
、
私
俄
も
相
勤
申
度
奉
存
候
」
と
御
所
で
御
能
が
あ
る

な
ら
私
も
勤
め
た
い
と
胸
の
内
を
明
か
し
て
い
る
。
こ
の
文
言
か
ら
、
書

簡
の
か
か
れ
た
七
月
一
＝
日
の
時

点
で
、
ま
だ
御
所
で
の
演
能
は

開
催
の
め
ど
が
た
っ
て
い
な

か
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、

八
月
七
日
、
観
世
大
夫
と
し
て

は
元
禄
十
五
年
（
一
七
0
二
）
九

月
二
十
九
日
以
来
の
仙
洞
御
所

で
の
猿
楽
上
演
が
実
現
す
る
。

こ
の
際
の
番
組
を
観
世
元
章
編

『
雲
上
散
楽
会
宴
（
坤
）
』
（
観
世
文

庫
蔵
）
で
確
か
め
る
と
、
初
日
《
追

松
》
（
シ
テ
観
世
大
夫
）
の
ツ
レ
と
、

祝
言
《
嵐
山
》
の
シ
テ
に
、
「
藤

林
権
左
衛
門
雅
岡
」
の
名
が
確

認
で
き
る
。
『
雲
上
散
楽
会
宴

（
坤
）
」
に
よ
れ
ば
、
三
代
目
権
左

衛
門
は
こ
の
年
二
十
五
オ
で
あ

る。

—•’”""’" 9 9▼ー，．
恥）口↑王

i：瓢琵澁？京都へ
)0回忌法要

'（京阪の弟子が舞囃子を披露）
弟子衆に《乱》伝授

澁翡塁望醤詞章）
；授される

温;巴品9！を京都の弟子に送る。
7月19日については、 12世林喜右衛門33回忌追善能での展示品キャプションより(2005年11月19日、於：京都観世会館）
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こ
う
し
て
、
三
代
目
権
左
衛
門
は
仙
洞
御
所
で
二
つ
の
能
に
出
勤
す
る

と
い
う
名
誉
を
得
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
ふ
た
た
び
観
世
大
夫
と
と
も

に
江
戸
に
戻
っ
た
ら
し
い
。
翌
安
永
二
年
（
一
七
五
二
）
正
月
二
十
七
日
、

江
戸
よ
り
権
左
衛
門
か
ら
年
賀
状
と
金
子
受
取
状
が
届
い
て
い
る
（
『
惣
町

大
帳
』
二
月
廿
七
日
条
）
。
金
子
受
取
状
は
、
昨
年
冬
に
「
金
子
入
用
之
義
多

御
座
候
て
甚
だ
こ
ま
り
申
し
候
」
と
し
て
、
金
四
両
を
役
中
に
都
合
し
て

も
ら
っ
た
た
め
で
あ
る
（
同
年
正
月
五
日
付
）
。
そ
の
後
、
四
月
二

H
い
よ
い

よ
帰
国
の
知
ら
せ
が
左
仲
の
も
と
へ
届
く
（
同
年
四
月
二
日
条
）
。
そ
こ
で
は
、

藤
林
左
仲
方
合
同
苗
権
左
衛
門
、
従
江
戸
表
同
役
中
江
指
越
候
書
状
、

同
役
中
へ
披
露
い
た
し
、
右
書
面
之
写
一
筆
啓
上
仕
候
、
弥
各
様
御

揃
御
安
康
御
勤
被
成
、
珍
重
御
儀
奉
存
候
。
随
而
私
義
無
異
罷
有

候
、
然
者
私
俄
も
此
度
秀
之
助
様
御
帰
国
被
遊
候
二
付
、
罷
帰
申
候
。

未
稽
古
も
成
就
不
仕
候
二
付
、
今
し
は
ら
く
逗
留
も
仕
度
奉
存
候
へ

共
、
当
春
、
同
苗
方
へ
申
遣
候
通
、
御
扶
持
方
も
御
け
ん
や
く
二
付

不
被
下
置
妾
物
入
多
、
逗
留
も
相
成
不
申
二
付
無
撼
罷
帰
申
候
。
和

ニ
付
此
度
金
子
拾
五
両
御
上
御
借
付
拝
借
仕
罷
帰
申
候
。
尤
壱
ヶ
月

廿
両
二
付
壱
歩
利
合
二
御
座
候
。
毎
度
乍
御
世
話
、
両
奉
行
様
へ
被

仰
上
、
右
之
金
子
御
上
納
被
下
候
様
二
偏
二
奉
願
上
候
（
以
下
略
）

閏

三

月

十

一

日

藤

林

権

左

衛

門

雅

岡

（

花

押

）

と
あ
り
、
そ
の
帰
国
に
際
し
て
ま
た
金
子
十
五
両
の
借
料
が
願
い
出
ら
れ
て

い
る
。
同
年
五
月
八
日
、
権
左
衛
門
に
金
子
五
両
を
送
る
こ
と
が
決
定
さ
れ

る
。
し
か
し
、
十
五
両
と
い
う
額
に
は
所
以
が
あ
っ
た
。
六
月
四
日
、
ふ
た

た
び
金
子
拝
借
の
願
出
が
届
く
（
「
六
月
巳
」
付
、
「
町
年
寄
藤
兵
衛
様
」
宛
）
。
そ

こ
で
は
、私

俵
、
御
同
役
中
様
御
世
話
ヲ
以
て
去
々
年
、
江
戸
表
江
罷
越
、
稽

古
相
伝
事
等
相
応
二
成
就
仕
罷
帰
、
大
慶
添
存
奉
候
。
然
ル
所
、
江

戸
表
大
火
二
而
御
上
様
並
御
大
名
様
方
、
御
能
一
向
二
不
被
仰

付
候
二
付
、
私
共
迄
右
御
場
-
P
江
罷
出
不
申
候
故
、
御
祝
儀
銀
等
一

向
頂
戴
不
仕
候
而
、
逗
留
中
遣
金
心
当
、
過
分
二
相
違
仕
候
。

と
、
ま
ず
、
火
事
の
混
乱
に
よ
っ
て
上
様
や
大
名
が
御
能
を
所
望
さ
れ
な
い

事
態
と
な
っ
て
い
る
、
そ
の
た
め
江
戸
逗
留
中
に
頼
り
し
て
い
た
御
祝
儀
銀

が
ま
っ
た
く
入
ら
な
く
な
り
、
予
定
が
く
る
っ
て
き
た
と
い
う
。
江
戸
表
の

大
火
と
い
う
の
は
明
和
九
年
三
月
の
大
火
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
も
天

災
に
見
舞
わ
れ
る
な
ど
混
乱
が
続
い
て
い
た
た
め
、
江
戸
城
は
能
ど
こ
ろ
で

は
な
い
状
態
が
続
い
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
権
左
衛
門
は
こ
れ
で
は
江

戸
を
出
る
術
が
な
い
と
し
て
、
江
戸
屋
敷
の
御
納
戸
金
か
ら
、
帰
国
次
第
返

納
す
る
と
い
う
約
束
で
、
十
五
両
を
拝
借
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
（
「
御

納
戸
金
御
拝
借
付
之
内
、
拾
五
両
帰
宿
仕
次
第
上
納
仕
候
御
約
束
二
而
拝
借
仕
候
」
）
。

十
五
両
の
う
ち
五
両
は
先
だ
っ
て
（
五
月
八
日
の
こ
と
で
あ
ろ
う
）
町
会
所
か
ら

出
し
て
い
た
だ
い
た
が
、
残
る
十
両
に
つ
い
て
門
弟
に
も
頼
ん
だ
が
、
過
分

な
額
だ
け
に
引
き
受
け
て
く
れ
る
も
の
が
い
な
い
（
「
門
弟
中
江
相
頼
候
得
共
、

過
分
之
儀
故
、
引
不
受
申
候
」
）
。
そ
の
う
ち
、
国
か
ら
「
御
女
中
様
方
」
が
江
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こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
中
津
の
大
貞
神
能
を
任
と
す
る
能
大
夫

藤
林
家
で
は
、
三
代
に
わ
た
っ
て
江
戸
観
世
大
夫
に
師
事
し
た
。
と
く
に

〈
明
和
の
改
正
〉
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
観
世
大
夫
元
章
と
の
間
で
は
、

お
わ
り
に

戸
へ
来
ら
れ
る
の
が
近
々
に
な
っ
た
た
め
、
御
納
一
戸
役
か
ら
は
し
き
り
に
催

促
が
き
て
、
途
方
に
く
れ
て
い
る
と
い
う
。

結
局
権
左
衛
門
は
、
残
る
十
両
の
う
ち
五
両
は
弟
子
に
ま
か
せ
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
、
残
る
五
両
に
つ
い
て

返
済
之
儀
者
大
貞
神
事
前
迄
二
頼
母
子
等
相
頼
置
候
。
人
当
茂
御
座

候
間
、
右
銀
札
相
調
、
八
月
中
二
無
相
違
御
返
済
可
仕
度
奉
存
候
。

万
一
、
頼
母
子
銀
心
当
違
二
茂
相
成
候
ハ
、
年
々
私
江
被
下
置
候
銀

弐
枚
宛
之
分
二
而
元
利
相
済
候
迄
幾
年
二
茂
御
引
取
被
下
候
様
、
仕

度
奉
存
候

630) 

と
、
頼
母
子
講
に
よ
る
配
当
金
か
、
自
分
の
拝
領
年
銀
弐
枚
を
返
済
に
あ
て

る
と
い
う
条
件
を
出
し
た
上
で
、
町
内
所
か
ら
の
拝
借
を
嘆
願
し
た
。

事
情
を
理
解
し
た
町
会
所
は
、
や
む
な
し
と
し
て
新
た
に
五
両
を
権
左

衛
門
へ
送
る
こ
と
を
決
定
す
る
。

な
お
同
じ
年
の
八
月
十
五
日
、
権
左
衛
門
は
大
貞
神
能
に
復
帰
し
、
《
弓

八
幡
》
と
《
芭
蕉
》
を
舞
っ
て
い
る
。

実
際
に
江
戸
へ
赴
き
直
接
伝
授
を
う
け
る
と
い
う
関
係
が
築
か
れ
た
。
し

か
し
、
そ
の
背
後
に
は
多
額
の
資
金
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
を
町

会
所
や
中
津
神
能
の
能
方
、
奉
行
所
、
城
主
奥
平
氏
の
援
助
な
ど
に
頼
り

き
っ
て
、
借
金
を
繰
り
返
し
て
い
た
と
い
う
事
情
が
『
惣
町
大
帳
』
に
よ
っ

て
明
ら
か
に
な
っ
た
。

そ
の
後
の
藤
林
家
の
動
向
を
か
い
つ
ま
ん
で
み
て
い
こ
う
。
そ
の
後
、

し
ば
ら
く
は
江
戸
へ
行
く
と
い
う
騒
ぎ
も
落
ち
着
つ
く
。
安
永
三
年
一
月
、

十
五
代
観
世
大
夫
元
章
は
病
死
し
、
そ
の
数
ヶ
月
後
、
将
軍
の
内
意
も
あ
っ

(31) 

て
明
和
本
が
廃
止
さ
れ
た
が
、
『
惣
町
大
帳
j

に
は
と
く
に
そ
れ
に
つ
い

て
記
さ
れ
て
い
な
い
。
少
な
く
と
も
、
藤
林
家
に
と
っ
て
、
観
世
大
夫
家

と
の
関
係
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
天
明
七
年

（
一
七
八
五
）
十
二
月
四
日
に
、
三
代
目
権
左
衛
門
が
ふ
た
た
び
江
戸
へ
行
き
、

《
道
成
寺
》
の
伝
授
を
う
け
、
父
の
名
「
左
仲
」
を
襲
名
し
た
旨
が
披
露

(32) 

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
大
阪
の
能
役
者
と
の
交
流
も
同
様
で
、

安
永
七
年
三
月
（
十
五
日
初
日
、
於
高
津
新
地
）
に
は
観
世
大
夫
の
高
弟
日
吉

猪
右
衛
門
の
観
進
能
に
三
代
目
権
左
衛
門
が
《
能
野
》
（
六
日
目
）
で
出
勤

し
て
い
る
（
関
西
大
学
図
書
館
蔵
「
観
進
能
井
狂
言
尽
番
組
j

)

。

し
か
し
、
多
額
の
借
金
の
た
め
か
生
活
は
困
窮
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い

た
。
安
永
八
年
十
一
月
廿
四
日
条
に
、
左
仲
願
書
と
し
て
「
倅
権
左
衛
門
義
、

宿
許
罷
在
候
而
も
格
別
二
渡
世
二
相
成
候
筋
も
無
御
座
、

9

第
一
飯
米
之
心

当
等
も
無
御
座
候
二
付
、
一
両
年
大
坂
表
江
家
業
渡
世
労
指
遣
申
し
候
」

(33) 

と
あ
る
。
安
水
九
年
（
一
七
八
0
)
七
月
二
十
日
、
一
代
目
権
左
衛
門
こ
と

左
仲
が
死
去
す
る
。
二
日
後
、
三
代
目
権
左
衛
門
か
ら
「
跡
式
願
い
」
が

192 



出
さ
れ
て
い
る
。
ま
だ
家
督
を
継
い
で
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
左
仲
も

多
額
の
借
金
を
背
負
っ
て
い
た
た
め
隠
居
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
家
督
願
い
の
返
事
を
ま
た
ず
、
権
左
衛
門
は
九
月
十
日
再
び

大
坂
へ
旅
立
ち
、
そ
の
十
七
日
後
、
家
督
が
承
認
さ
れ
た
（
安
永
九
年
九
月

―
―
十
七
日
条
）
。
こ
う
し
た
、
相
次
ぐ
上
坂
や
江
戸
で
の
《
道
成
寺
》
伝
授

の
際
は
、
本
業
で
あ
る
大
貞
神
能
を
欠
勤
す
る
事
態
と
な
り
、
町
会
所
は

宇
佐
や
高
田
か
ら
能
大
夫
を
雇
い
入
れ
る
窮
策
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
積
年
の
迷
惑
の
せ
い
だ
ろ
う
、
三
代
目
権
左
衛
門
（
ニ

代
目
左
仲
）
が
、
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
五
月
十
四
日
に
は
祖
々
父
の
名
「
休

也
」
を
継
ぎ
、
同
年
六
月
能
大
夫
の
職
を
止
め
る
こ
と
を
願
出
た
際
、
「
勝

(34) 

手
次
第
」
と
し
て
嗣
子
の
家
督
相
続
も
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
寛
政
十
年
、

(35) 

＿
―
-
代
目
権
左
衛
門
こ
と
一
ー
代
目
左
仲
は
筑
前
に
移
る
。
そ
の
後
、
中
津
の

能
大
夫
に
任
命
さ
れ
た
の
は
、
大
坂
の
浅
井
織
之
丞
章
盈
で
あ
る
。
浅
井

が
中
津
に
招
か
れ
た
の
は
、
前
述
の
よ
う
な
藤
林
家
と
の
縁
に
よ
る
と
こ

ろ
が
大
き
か
っ
た
だ
ろ
う
。

最
後
に
、
冒
頭
に
あ
げ
た
「
筑
前
の
御
役
者
藤
林
某
」
の
逸
話
を
振
り

返
っ
て
み
よ
う
。
こ
の
藤
林
某
が
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
二
代
目
権
左
衛

門
、
三
代
目
権
左
衛
門
の
ど
ち
ら
か
（
あ
る
い
は
両
者
）
を
モ
デ
ル
に
し
て

い
る
こ
と
は
、
す
で
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
筑
前
と
あ
る
の
は
、
三
代
目

権
左
衛
門
が
筑
前
に
移
り
住
ん
だ
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
（
ま
た
、
一
代
目
権
左
衛
門
は
筑
前
の
甘
木
の
出
で
あ
る
）
。
そ
し
て
、
九
州
か

ら
「
弓
町
の
観
世
太
夫
の
家
に
奇
寓
し
、
業
を
修
め
」
て
い
た
の
は
、
〈
明

和
の
改
正
〉
に
よ
る
能
・
謡
の
改
訂
と
い
う
、
止
む
に
止
ま
れ
ぬ
事
情
が

(
l
)

横
井
春
野
「
能
楽
全
史
』
「
地
方
の
能
楽
、
（
四
）
九
州
地
方
」
。
六
一
二
九
頁
。

(
2
)
『
市
令
録
』
第
二
輯
に
「
一
、
大
貞
御
神
事
能
者
、
寛
永
十
七
辰
年
八
月

十
五
日
合
始
申
候
。
右
者
、
四
代
将
軍
家
綱
公
御
誕
生
被
遊
候
節
公
義
御

武
運
長
久
、
天
下
泰
平
、
為
御
祈
祷
小
笠
原
信
濃
守
様
御
寄
府
二
而
、
於

注 あ
っ
た
た
め
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
こ
の
権
左
衛
門
の
よ
う
に
、
〈
明
和
の
改
正
〉
の
新
謡
を

習
得
す
る
た
め
に
、
全
国
の
門
弟
が
観
世
大
夫
家
に
押
し
寄
せ
た
と
は
信

じ
が
た
い
。
こ
の
例
が
き
わ
め
て
巽
例
だ
っ
た
こ
と
は
、
神
澤
杜
口
の
『
翁

草
』
、
明
和
四
年
(
-
七
六
七
）
書
写
の
「
貶
観
録
」
（
東
都
郷
端
松
井
某
著
）

(36) 

の
よ
う
に
改
正
自
体
を
痛
烈
に
批
判
す
る
意
見
が
あ
っ
た
こ
と
、
四
章
に

既
述
し
た
よ
う
に
大
坂
で
は
わ
ざ
わ
ざ
勧
進
能
へ
招
く
ほ
ど
、
権
左
衛
門

が
話
題
の
人
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
さ
し
く
芸
の
熱

心
さ
ゆ
え
の
行
動
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
の
た
め
に
家
業
で
あ
る
大

貞
神
能
を
お
ろ
そ
か
に
し
、
金
策
に
苦
労
し
て
い
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で

み
て
き
た
通
り
で
あ
る
。

屈
記
]
本
論
文
は
、
早
稲
田
大
学
特
定
課
題
研
究
助
成
費
・
課
題
番
号

2
0
0
9
A
-
9
4
8

・
研
究
課
題
「
〈
明
和
の
改
正
〉
が
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て

ー
中
津
藩
能
大
夫
の
事
例
を
中
心
に
ー
」
（
研
究
代
表
者
中
尾
薫
）
の
成

果
で
あ
る
。
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今
無
断
絶
相
続
仕
来
申
候
」
と
あ
る
。
た
だ
し
家
網
の
生
誕
年
は
翌
寛
永

十
八
年
。
大
貞
薦
神
社
の
能
楽
堂
は
、
頓
宮
の
正
面
に
存
し
て
い
た
（
青

山
賢
信
「
服
神
社
の
社
殿
配
置
と
楼
門
の
建
築
的
特
徴
」
「
真
薦
」
第
三
号
、
一
九
九
四

年
十
一
月
、
戦
文
化
研
究
所
御
神
能
）
。
神
事
能
は
、
明
治
に
な
っ
て
か
ら
も
続
き
、

明
治
―
-
+
―
―
―
年
(
-
八
九
0
)
関
係
者
に
よ
っ
て
旧
中
津
城
内
に
能
楽
堂
が

建
設
さ
れ
る
も
舞
台
開
き
の
夜
焼
失
す
る
。
そ
の
後
大
正
三
年
(
-
九
一
四
）

に
再
建
さ
れ
、
昭
和
四
十
八
年
に
虫
害
に
よ
り
取
り
壊
さ
れ
た
（
中
津
市
歴

史
民
俗
資
料
館
展
示
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
よ
り
）
。
な
お
中
津
市
歴
史
民
俗
資
料
館
に

は
、
大
正
三
年
再
建
の
能
楽
堂
の
瓦
と
、
中
津
城
に
あ
っ
た
能
楽
堂
で
使

用
さ
れ
て
い
た
揚
幕
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。

(3)
『
室
町
能
楽
論
考
』
(
-
九
九
四
年
、
わ
ん
や
掛
店
）
所
収
。

(
4
)
『
中
津
藩
能
番
組
』
は
、
寛
永
十
七
年
か
ら
文
化
十
三
年
ま
で
の
能
番
組
で
、

曲
別
に
上
演
年
月
日
と
出
演
者
（
シ
テ
＇
ワ
キ
・
囃
子
）
を
列
記
し
た
も
の
で

あ
る
。
小
林
氏
論
考
に
よ
っ
て
、
『
惣
町
大
帳
]
と
対
照
さ
れ
、
当
番
組
の

大
部
分
が
大
貞
八
幡
宮
の
神
事
能
番
組
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
。
ま

た
、
本
番
組
の
編
者
に
つ
い
て
小
林
氏
は
、
筆
跡
か
ら
浅
井
織
之
丞
家
三

代
目
の
朝
盈
が
華
写
で
あ
る
と
さ
れ
、
纏
集
の
契
機
と
し
て
朝
盈
が
寛
政

十
一
年
に
中
津
藩
の
お
抱
え
役
者
に
な
っ
た
こ
と
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。

(
5
)
江
島
伊
兵
衛
氏
の
メ
モ
の
存
在
は
、
能
楽
研
究
所
兼
任
所
員
の
高
橋
悠
介

氏
の
ご
教
示
に
よ
っ
て
知
り
得
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。

(6)
「
惣
町
大
帳
』
（
中
津
市
立
小
幡
記
念
図
書
館
蔵
）
は
、
町
会
所
が
処
理
す
る
町

触
の
伝
達
、
宗
門
改
め
、
祭
礼
の
執
行
な
ど
様
々
な
事
例
を
各
日
付
ご
と

に
記
録
し
た
も
の
で
、
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）

1
文
久
二
年
(
-
八
六
二
）

ま
で
の
計
―

l
0
冊
が
現
存
し
、
中
津
藩
史
料
刊
行
会
に
よ
っ
て
、
翻
刻

刊
行
さ
れ
て
い
る
。
刊
行
会
の
御
学
恩
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。
な
お
、
本

稿
で
は
こ
の
刊
行
本
を
参
考
と
し
て
い
る
が
、
適
宜
旬
読
点
を
改
め
た
ほ

か
、
原
本
調
査
に
よ
っ
て
一
部
改
め
た
。
な
お
、
『
市
令
録
』
は
『
惣
町
大

帳
』
を
も
と
に
し
た
抜
き
書
と
思
わ
れ
る
が
弱
干
の
異
同
が
あ
る
。

(7)
中
津
藩
史
叢
書
『
記
註
撮
要
』
。

(8)
「
市
令
録
」
で
は
「
幸
之
進
」
と
す
る
が
、
前
後
の
文
脈
か
ら
「
幸
之
丞
」

が
正
し
い
だ
ろ
う
。

(9)
【

A
】
1

【

D
】
の
各
人
の
素
性
に
つ
い
て
は
詳
ら
か
に
し
得
な
か
っ
た
。

(10)
宮
本
圭
造
「
南
都
補
宜
衆
の
演
能
活
動
」
（
「
上
方
能
楽
史
の
研
究
」
所
収
、

―1
0
0
五
年
、
和
泉
舎
院
）
。
『
諸
士
由
緒
記
』
（
蒼
柴
神
社
蔵
「
長
岡
藩
政
史
料
集
(2)

家
中
編

J

平
成
三
年
、
長
岡
市
）
に
、
「
高
廿
人
扶
持
中
村
助
之
進
[
春
秀
]
て

元
禄
年
中
御
小
姓
被
召
出
、
拾
人
扶
持
、
御
能
方
被
仰
付
、
二
度
御
加
扶

持
二
而
廿
人
扶
持
、
助
三
郎
家
也
」
と
あ
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

(11)
「
中
津
藩
能
番
組
」
（
鴻
山
文
庫
蔵
）
に
よ
る
と
、
中
村
助
之
助
の
出
演
記

録
は
、
貞
享
三
年
（
一
六
八
七
）
《
谷
行
》
、
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
《
金
札
》

《
大
佛
供
養
》
、
元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）
《
難
波
》
、
元
禄
二
年
《
巴
》
《
張
良
》
、

元
禄
三
年
《
絃
上
》
、
元
禄
四
年
《
天
鼓
》
《
氷
室
》
《
大
蛇
》
、
元
禄
六
年

（
一
六
九
三
）
《
三
井
寺
》
、
元
禄
八
年
《
鉢
木
》
、
元
禄
十
年
《
藤
一
戸
》
で
あ
る
。

(12)
元
禄
六
年
《
竹
生
島
》
《
井
筒
》
《
紅
葉
狩
》
、
元
禄
七
年
《
藤
栄
》
《
安
達
原
》
、

元
禄
八
年
《
弓
八
幡
》
《
野
宮
》
《
唐
船
》
、
元
禄
九
年
《
和
布
刈
》
《
籠
太
鼓
》
、

元
禄
十
年
《
芭
蕉
》
゜

(13)
能
勢
朝
治
『
能
楽
源
流
考
」
「
丹
波
猿
楽
考
」
の
指
摘
を
ふ
ま
え
て
、
中
村

格
氏
が
注

(
3
)

の
論
文
で
、
中
津
の
能
大
夫
藤
林
甚
兵
衛
と
同
一
人
物
、

あ
る
い
は
親
子
で
あ
る
可
能
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

(14)
宮
本
圭
造
氏
は
「
丹
波
猿
楽
の
近
世
江
戸
期
日
吉
大
夫
の
系
譜
」
（
「
上

方
能
楽
史
の
研
究
』
所
収
）
に
お
い
て
、
藤
林
甚
兵
衛
を
め
ぐ
っ
て
、
貞
享
五
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年
九
月
、
丹
波
猿
楽
日
吉
頼
母
の
尾
張
熱
田
勧
進
能
で
「
矢
田
甚
兵
衛
」

な
る
人
物
が
大
夫
を
勤
め
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
あ
る
い
は
藤
林
甚
兵

衛
は
「
矢
田
大
夫
の
後
裔
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
同
人
か

ど
う
か
不
明
」
と
さ
れ
て
い
る
。
（
・
：
中
略
：
）
小
林
氏
稿
に
よ
れ
ば
、
鴻

山
文
庫
蔵
『
中
津
藩
能
番
組
』
に
は
、
元
禄
六
年
か
ら
享
保
初
年
ま
で
約

三
十
年
間
に
わ
た
っ
て
藤
林
人
兵
衛
の
演
能
記
録
が
見
え
る
由
で
、
そ
の

活
動
時
期
か
ら
類
推
す
る
に
、
貞
享
三
年
矢
田
宮
神
事
能
に
参
詣
し
た
当

時
の
甚
兵
衛
の
年
齢
は
二
十
代
前
後
で
あ
っ
た
ろ
う
。

(15)
享
保
十
一
一
年
は
、
《
竹
生
嶋
》
粕
ヤ
九
郎
兵
衛
、
《
花
月
》
佐
田
や
吉
次
郎
、
《
百

萬
》
英
賀
や
勘
兵
衛
、
《
橋
弁
慶
》
粕
や
九
郎
兵
衛
の
四
曲
が
確
認
で
き
る

（
「
中
津
藩
能
番
組
』
）
。

(16)
中
津
藩
史
叢
書
『
記
註
撮
要
』
八
前
篇
の
享
保
十
四
年
(
-
七
二
九
）
十
二

月
二
十
六
日
条
を
み
れ
ば
、
「
能
大
夫
寺
岡
幸
之
丞
、
来
年
頭
御
目
見
願
之

通
被
仰
付
事
」
と
あ
り
、
藩
主
へ
の
御
目
見
え
も
し
て
い
る
。

(17)
享
保
十
七
年
は
、
《
志
賀
》
米
や
善
吉
、
《
田
村
》
播
磨
や
岩
次
郎
、
《
熊
坂
》

湊
や
土
三
郎
、
《
芭
蕉
》
ウ
サ
吉
田
一
二
左
衛
門
、
《
雲
林
院
》
亀
や
松
之
助
。

享
保
十
八
年
《
弓
八
幡
》
亀
や
松
之
助
、
《
八
嶋
》
米
や
善
吉
、
《
羽
衣
》

湊
や
土
―
―
一
郎
（
「
中
津
藩
能
番
紺
」
）
。

(18)
二
代
目
権
左
衛
門
の
登
場
以
降
に
み
ら
れ
る
藤
林
姓
の
役
者
の
う
ち
、
元

文
二
年
（
一
七
三
七
）
に
《
俊
成
忠
則
》
を
勤
め
た
「
時
五
郎
」
、
元
文
三

年
に
《
花
月
》
同
四
年
に
《
旅
》
、
同
五
年
に
《
花
月
》
（
た
だ
し
金
次
郎
の
名
）

を
勤
め
た
「
松
之
助
」
は
不
詳
。
二
代
目
権
左
衛
門
の
弟
か
。

(19)
『
惣
町
大
帳
j

延
享
一
一
年
八
月
八
日
条
「
宇
佐
御
神
事
能
頼
度
由
申
来
候
、

藤
林
権
左
衛
門
弟
吉
之
進
参
申
候
」
、
と
あ
る
ほ
か
、
寛
延
二
年
五
月
十
九

日
条
に
も
「
藤
林
権
左
衛
門
弟
吉
之
進
」
の
名
が
み
え
る
。

(20)
享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
ー
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
が
欠
け
て
い
る
。

(21)
日
田
は
、
筑
後
川
神
流
域
に
あ
る
郡
。

(22)
五
月
十
七
日
条
「
藤
林
権
左
衛
門
へ
其
方
共
合
先
達
而
之
返
答
致
候
ハ
廿

両
之
処
、
能
方
へ
罷
出
候
者
共
へ
挨
拶
致
か
た
く
よ
し
、
権
左
衛
門
へ
返

答
可
申
候
様
二
被
仰
候
」
。

(23)
安
永
九
年
七
月
十
九
日
に
、
能
方
へ
「
稽
古
出
精
」
の
こ
と
覚
書
が
寺
社

奉
行
か
ら
申
し
渡
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
覚
書
に
つ
い
て
、
「
右
御
害
付
御
出

し
被
遊
、
能
役
者
中
江
申
渡
候
様
被
仰
付
候
、
尤
明
和
二
年
酉
七
月
能

役
者
中
江
被
仰
出
候
書
付
、
此
節
致
再
輿
能
役
者
中
へ
も
右
御
書
付
と
一

所
二
見
せ
候
様
被
仰
付
候
、
但
文
談
略
ス
」
と
あ
る
（
「
惣
町
大
帳

j

第
二
十
輯
、

四
十
五
頁
）
。

(24)
こ
の
際
の
《
翁
》
の
所
演
に
あ
た
り
、
「
当
年
左
仲
江
戸
合
罷
下
り
候
二
付

翁
装
束
、
只
今
迄
之
衣
裳
二
而
者
難
相
候
二
付
翁
装
束
栴
呉
候
様
二
申
出

候
へ
共
」
と
翁
装
束
を
新
調
す
る
よ
う
嘆
願
す
る
も
、
却
下
さ
れ
近
隣
の

高
田
神
能
か
ら
拝
借
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
明
和
五
年
八
月
五
日
条
）
。

(25)
な
お
、
明
和
八
年
の
大
貞
神
能
で
も
《
梅
》
が
上
演
さ
れ
る
予
定
だ
っ
た
が
、

一
か
月
前
に
《
半
蔀
》
に
変
更
さ
れ
た
（
「
惣
町
大
帳
j

第
十
四
輯
、
八
十
六
頁
）
。

(26)
左
仲
以
外
に
シ
テ
を
勤
め
た
の
は
、
川
勝
右
蔵
、
川
勝
権
之
丞
、
真
砂
次

郎
輔
、
浅
井
織
之
丞
、
浅
井
巳
之
助
、
村
上
次
郎
助
、
浅
井
幸
治
郎
、
古

春
左
衛
門
、
浅
井
定
吉
、
植
村
安
壱
郎
、
木
田
久
左
衛
門
、
井
内
源
吾
、

藤
林
権
左
衛
門
。

(27)
た
だ
し
、
鴻
山
文
庫
蔵
『
大
坂
勧
進
能
番
組
l

で
は
「
藤
林
権
左
（
之
？
）
」

し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
。

(28)
三
代
目
権
左
衛
門
の
出
府
を
理
由
と
し
た
拝
借
金
の
記
録
は
「
惣
町
大
帳
]

で
は
確
認
で
き
な
い
。
し
か
し
、
明
和
七
年
七
月
廿
八
日
条
に
左
仲
か
ら
「
倅
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権
左
衛
門
義
、
家
業
出
精
仕
：
．
然
所
御
存
之
通
私
家
内
大
勢
相
暮
申
候
故
、

権
左
衛
門
支
度
迄
之
俄
行
届
キ
不
申
…
権
左
衛
門
他
所
者
出
会
仕
候
儀
も

私
同
様
二
御
座
候
へ
は
、
格
別
見
苦
敷
支
度
為
致
候
儀
、
甚
心
外
奉
存
候
」

と
同
役
中
に
訴
え
が
あ
る
。
「
支
度
」
と
は
出
府
を
み
こ
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
同
年
八
月
三
日
に
は
、
こ
の
左
仲
に
願
出
は
聞
き
届
け
ら
れ
、
「
権
左

衛
門
部
屋
住
之
間
ハ
一
ヶ
年
二
銀
弐
枚
宛
、
町
会
所
＊
遣
候
様
」
仰
せ
つ

け
ら
れ
る
。

(29)
観
世
元
章
の
大
坂
の
弟
子
、
浅
井
織
之
丞
章
盈
に
よ
る
。
元
章
か
ら
の
伝

授
事
な
ど
が
詳
細
に
記
さ
れ
る
。

(30)
注
26
参
照
。

(31)
表
章
氏
「
「
明
和
改
正
謡
本
」
廃
止
の
事
情
」
（
「
観
世
』
昭
和
四
十
六
年
九
月
、
I

能

楽
史
新
考
（
二
）
』
所
収
）

(32)
「
権
左
衛
門
義
、
此
度
日
田
御
郡
代
揖
斐
酒
造
之
助
様
御
供
二
而
江
戸
江
罷

出
、
道
成
寺
伝
授
仕
度
願
出
通
被
仰
付
候
。
右
二
付
銀
三
枚
被
下
候
」
（
『
市

令
録
j

「
能
太
夫
之
部
」
）
。

(33)
こ
の
時
三
代
目
権
左
衛
門
は
大
阪
に
い
た
。
安
永
八
年
九
月
廿
五
日
条
に
、

大
坂
に
い
る
権
左
衛
門
を
城
で
の
御
祝
俵
能
の
日
が
せ
ま
っ
て
い
る
こ
と
、

一
代
目
左
仲
が
「
少
々
不
快
之
趣
」
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
帰
郷
を
促
す

書
簡
が
出
さ
れ
て
い
る
（
『
惣
町
大
帳
』
第
二
十
輯
、
九
十
一
頁
）
。

(34)
こ
の
際
、
隠
居
し
た
能
大
夫
の
扱
い
に
つ
い
て
吟
味
が
な
さ
れ
て
お
り
、
『
惣

町
大
帳
』
で
は
「
左
仲
一
件
」
と
題
さ
れ
て
か
な
り
の
丁
数
を
さ
い
て
い
る
。

こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
稿
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

(35)
そ
の
後
筑
前
で
は
「
芳
之
進
」
と
名
乗
っ
て
い
た
が
、
天
保
四
年
(

l

八三――-）

八
月
さ
ら
に
「
吉
之
進
」
に
あ
ら
た
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
中
津
と
完
全

に
縁
が
切
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
何
度
か
大
貞
神
能
へ
の
出
勤
を
依
頼
さ

れ
て
い
る
。

(36)
表
章
氏
「
明
和
改
正
謡
本
の
周
辺
」
（
「
能
楽
史
新
考
（
二
）
』
所
収
）
。
な
お
、

神
澤
杜
口
は
、
京
観
世
の
謡
を
習
っ
て
い
た
。
京
観
世
は
〈
明
和
の
改
正
〉

に
よ
っ
て
「
江
戸
風
」
の
謡
を
強
制
さ
れ
た
の
で
、
よ
け
い
反
発
が
強
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
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